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原子力ルネサンスと共生
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近年，欧米では「原子力ルネサンス」ということが言われています。米国では，

1979年のＴＭＩ事故の影響により1980年代は原子力発電所の稼働率が低迷し，建

設中や発注済みの原子力発電所が相次いでキャンセルされるなど「原子力冬の時

代」でした。しかし，1990年代に入ると官民双方で改善に向けた努力が行われ，

最近では原子力発電所の稼働率は90％程度を記録するまでとなっています。その

結果，原子力発電の重要性が再認識され，現在，政府の支援策とも相俟って，30

数基の原子力発電所新規建設計画も打ち出されています。また，2006年には国際

原子力パートナーシップ（GNEP）構想が発表され，30年ぶりに再処理リサイク

ル路線の方向に舵取りを変更しようとしています。一方，欧州においても，1986

年のチェルノブイリ事故以来，脱原子力の動きが支配的でしたが，フィンランド

は，2005年に30年ぶりに５番目の原子力発電所の建設に着手し，さらに次の原子

力発電所建設も計画中であります。フランスでは2007年に原子力発電所新設の許

可が発給され，また，スウェーデンは原子力からの段階的撤退を凍結，イギリス

では2007年のエネルギー白書において新規原子力発電所建設計画に対する支持を

打ち出すなど，欧州でも原子力発電が有力なエネルギー選択肢と再認識され，原

子力が再び脚光を浴びつつあります。

わが国近隣のアジア諸国に目を転ずれば，中国やインドは，高い経済成長を背

景にエネルギー安定供給確保のため，原子力発電所の建設に積極的であり，また，

ベトナムやインドネシアは，新たに原子力発電導入計画を打ち出すなど，アジア

での原子力開発の動きには活発なものがあります。

ところで，「ルネサンス」とは，「再生」を意味するフランス語であり，14～16

世紀にイタリアを中心に，ヨーロッパ各地に広がったギリシアやローマの古典文

化の価値を再発見した文芸復興運動のことを指しますが，自由な精神のもと，封

建主義の殻を破り，芸術，技術，産業など多くの分野でめざましい発展を遂げま

（関西電力㈱　取締役副社長）
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した。このルネサンスの原点は人間性の尊重を求めるヒューマニズムであり，人

間性への回帰，人間と色々なものとの共生を意味するものであると考えています。

「共生」とは，生物学的には２種類の生物がお互いに利益を元にしながら，一

緒に生活していること，即ち，共存共栄の姿を言いますが，これはとりもなおさ

ず，片方が死ぬともう片方も死ぬことに思いをはせる必要があります。

さて，20世紀は「技術の時代」，21世紀は「命の時代」あるいは「心の時代」

とも言われています。20世紀，我々は目標を掲げ，ひたすら技術開発に没頭し，

科学技術の発展に貢献できれば人々に幸せをもたらすことができると考えてきま

した。しかし，21世紀に入り，それが必ずしもそうではなく，他を犠牲にして生

活が豊かになるそのしっぺ返しは必ず自らにはね返ってくることを色々な分野で

学びました。この最大の課題の１つが，化石燃料の大量消費による地球環境問題

であります。我々は，今，サステイナブルな社会にするためにも，すべての活動

に共生の概念が求められています。

原子力発電は，これを解消する切り札的存在であります。このことが世界の原

子力ルネサンスの流れになっているところであり，そのためにも原子力には共生

の概念が必須であります。原子力の平和利用，放射線利用には，多くの恩恵があ

り，また，共に生きていくことが可能でありますが，このためにはリスク管理を

しっかりと行い，社会に納得していただき，信頼していただくことが必要であり

ます。

立地地域との共生は必須であり，このためには，安全で安心なプラントでなく

てはならず，そのことを地域の皆さまにご理解いただく必要があります。また，

プラント自体についても，我々にとって使い勝手がよいというのみでなく，プラ

ント自体が機嫌よく動いてくれること，すなわち，人間と機械との共生が大切で

あります。わが国では，「モノにタマシイを入れる」と言いますが，設計，建設，

運転，保全，そして，廃止措置にいたるまで，この人間と機械の共生ということ

を考えることが必要ではないかと思います。

７月16日の中越沖地震は，柏崎刈羽原子力発電所に設計想定を上回る地震動を

もたらし，幸い原子炉はすべて安全に停止しましたが，改めて原子力発電所の耐

震性や安全性が問われることとなりました。耐震安全性を含め，安全をもう一度

徹底的に見直し，安全を最優先に，社会からの理解と信頼を確固たるものとし，

わが国が世界の「原子力ルネサンス」の流れの中で，原子力推進にいささかでも

貢献できればと思う次第であります。
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１．はじめに

原子力安全・保安院が過去に遡って行なっ

た大掛かりな電力総点検により，2007年春，

原子炉停止中の臨界事象が２件（北陸電力志

賀１号機：1999年６月，東京電力福島第一３

号機：1978年11月）報告された。いずれも大

分昔の事ではあったが，世は一瞬騒然となり，

１基は運転中止を命ぜられ，さらに保安規定

が強化されることとなった。2007年７月の中

越沖地震では，柏崎刈羽原子力発電所で運転

中の原子炉４基は無事緊急停止したが，多く

の周辺施設が被害を受け現在まだ運転再開の

見通しが立っていない。

一方，「原子力立国計画」が，国の新しいエ

ネルギー政策の確立と歩調を合わせ制定され，

エネルギーと環境問題への対応の主軸の１つ

として明確にされている。その上，国際的に

は「原子力ルネッサンス」と言われるように

各国の原子力発電所新設の動きが明らかにな

ってきている。さらには，中国，インドなど

経済成長著しい発展途上国の原子力エネルギ

ーに対する大きな期待も膨らんできている。

ビジネス界に目を向ければ，東芝による，加

圧水型原子力発電所製造ナンバーワンである米

国ウェスチングハウス社買収が引き金となっ

て，また前述の「原子力ルネッサンス」に乗り

遅れまいとする空気の中で，特にわが国産業が

中心となる海外各社との事業再編・協力の模索

が激しくなっている今日この頃である。

これら１つひとつについての分析も必要と

は思うが，ここでは2000年前後の数年間，何

回かの講演で私が取り上げてきた原子力に対

する疑問から議論を始めることとする。

２．原子力エネルギーへの回帰の可能性

（１）2000年前後までの原子力導入の変遷

米国でのスリーマイルアイランド事故（1979

年），ソ連（当時）でのチェルノブイリ原子力

発電所事故（1986年）を受け，2000年前後には

世界的な「原子力モラトリアム」，欧州（スウ

ェーデン，ドイツなど）を中心とする「脱原子

力」のうねりがあった。原子力エネルギーの平

和利用は理念として正しいに違いないにして

も，今でも多くの理知的な方々ですら原子力の

力と果たすべき役割に不安なまなざしを向けて

いるのは隠しようもない事実である。

世界の原子力発電の導入は図１に示すよう

に1970年代から80年代後半まで好調に拡大し

た後，導入テンポが鈍化している。しかもそ

の時期に寄与したのは，日本，韓国，台湾な

ど東アジアにおけるプラント建設であった。

（２）物質的豊かさを求めてやまない人類

60億人を超える世界の人口は，大方のとこ

ろ今世紀半ばには90億人，末には100億人程度

と予測されており，しかもその原因は，貧困

にあえぐ国々の貧困層による人口爆発である。

より一層の省エネルギーを求めるのは容易だ

が彼らの最低限の生活を保証し，さらには

「人並みの生活」を送るために必要な食糧，エ

［特別報告］

次世代軽水炉の開発について
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ネルギーはどの程度であろうか？それを地中

から掘り出す化石資源で賄えると信じる人は

いないだろう。自然エネルギー，再生可能エ

ネルギーでこれらを賄うことになると思いた

い理想家や夢想家はいるかもしれない。贅沢

や浪費を悪徳とするライフスタイル，「意識の

変革」が必要ということかも知れないが，人

類の進歩そのものは，物質的に豊かな生活を

探求し続けてきたことによる。科学技術の発

展の基礎もそこにあった。
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（３）地球温暖化対策としての原子力

世界経済，人口の拡大と温暖化ガス濃度制限

による21世紀の電力供給予測例を図２に示す。

これは当研究所が中心となって開発した「総合

評価モデルGRAPE」を使用した分析の一例で

ある(1)。詳細については参考文献を参照され

たい。ここで強調しておきたいことは，エネル

ギー需要の拡大を相当抑えこまないと，2100年

に大気中の温室効果ガス濃度を，現在の議論で

は不充分とされる550ppmで安定化させるシナ

リオですら達成が不可能だということである

図１　国際原子力エネルギー機関・IAEAによる2030年までの原子力発電導入予測例

低予測の上に各地域別の追加分を表示、なお国際エネルギー機関・IEAによる世界エネルギー予測2006では
低予測を取っている。

図２　21世紀の発電シミュレーション（炭素制約550ppm＋競争力のある原子力）

（出所： 2006年先進原子力プラント国際会議（International Congtress on Advenced Nuclear Power Plant）より）
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（2100年基準では総需要のおよそ３分の１は，

年率約1.5％の省エネルギーによって削減でき

ると仮定して分析している）。この分析例では，

2100年においては電気の半分は高速増殖炉が賄

っているが，全体の結論として，炭酸ガスの地

中固定や再生可能エネルギーの最大規模の利用

を仮定しても，原子力エネルギー利用は地球温

暖化対策として合理的な選択肢だということで

ある。そうはいっても，適切な政策的，社会的

な手立てとともに，原子力自体が市場での競争

力を持たねばならない。

（４）2050年に向けた原子力の将来―MIT予測

マサチューセッツ工科大学（MIT）が2003

年に実施した原子力の将来についての分析例

を紹介する（表１）。2050年に向けての展望だ

が，発表当時，原子力界ではこの分析が使用

済み核燃料リサイクルを否定している側面に

議論が沸いた。この分析でも世界のエネルギ

ーと環境に対応する原子力の可能性を強調し

ている。2050年の世界の原子力発電容量を

1,000GWeとしているが，これは現在（約

370GWe）のおよそ３倍に相当する（１GWe

は百万KWeで一昔前の大型原子力発電所の規

模）。現在，原子力発電は世界の電力のおよそ

17％を供給しているが，MITの研究では電力

需要の伸びを年２％強と想定しており，2050

年の原子力1,000GWeは，およそ20％弱を賄え

るにすぎない状況である。

これによると，1,000GWeのうちおよそ３分

の２は日米欧の先進国，３分の１はロシアを含

む途上国となっている。さらにその内訳を見る

と，ロシアで現在の日仏と同程度の50GWe，中

国，インド，パキスタン合計で200GWeとなっ

ている。しかし，この数字も後で紹介する各国

の展望と比較するとかなり低めである。

（５）中国，インドのエネルギー展望との差

例えば，インドは今後半世紀の間に約10倍の

発電設備の増強として，原子力は現状の100倍

（275GWe）を見込んでいる（図３）。それでも

全設備の半分は石炭火力という展望である。イ

ンドにとっても米印原子力協定を突破口として
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表１　MITの描く世界の原子力成長シナリオ

1500

（GWe） 

1000

0
2002 2022 2032 2042 2052 
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150（水力） 

204 
（石油・ガス） 

615（石炭） 2.72 
（原子力） 

500

年 

図３　インドの発電設備容量の展望

（出所：An International Journal of Nuclear Power, Vol.18, No.203（2004））
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原子力技術，産業の導入，育成に力を入れる理

由がよく分かる。

中国の展望は基本的にインドの展望と性格

が似ている（図４）。すなわち，大規模な総量

拡大と，原子力への期待が大きいにもかかわ

らず石炭への依存が大きい。2050年にはイン

ドとほぼ同じ約250GWeの原子力を期待してお

り，中印合わせると500GWeを超え，先のパキ

スタンを加えて200GWeとするMITの分析とは

かけ離れている。この差を途上国の身勝手な

希望によるものと見るか，あるいは「資源を

食い荒らされてはかなわない」という先進国

側の希望によるものなのか。それとも全体を

満足する解はなく，人類がその生き方を変え

ない限り21世紀を乗り越えられないのだとい

うことなのか。

（６）「原子力ルネッサンス」を受けた国際的

な動き

各国の原子力発電新設計画あるいは展望

（表２）を見ると中印の年当たり５GW eの増

設が突出しているが，次いで米ロに建設ラッ

シュの芽があると考えられる。これらの計画

と分析，展望を合わせ見てみると明らかに21

世紀は原子力開発が再び活性化する，すなわ

ち「原子力ルネッサンス」の到来と考えるこ

とができる。もっとも本当の意味での原子力

のグローバル化が実現するためには，仕組み

としての原子力安全と核不拡散を保全する機

能の拡充が必要であることと，その上で燃料

の供給，廃棄物の処理を集中して行うなどの

手立てが必要となる。
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図４　中国の発電設備展望

（出所：中国原子能科学研究院（ CIAE：China Institute of Atomic Energy), July 2005）

表２　各国の原子力発電新設計画あるいは展望

（出所：公表されたものや学会などでの発言などに基づく）

国 計画あるいは展望 ＧＷｅ/年 

インド  

パキスタン 

中国 

ロシア 

南アフリカ 

米国 

2022年までに30ＧＷｅ 
2052年までに275GWe

１．６ 
５．５ 

2030年までに８ＧＷｅの新設 ０．３２ 

2020年までに40ＧＷｅ 
2050年までに250ＧＷｅ（CIAE） 

２ 
５ 

2030年までに30GWeの新設 
2015年までに10基，12ＧＷｅ 

１～１．５ 
　　１．５ 

2020までに+22GWe

通常型軽水炉の新設決定（12基?） 
24基のPBMR（165MWe） 

2030までに27GWe

2020年までに25基 
2020年までに50ＧＷｅ（ＮＥＩ） 

　　２ 
２．５ 
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国際的な核燃料供給構想については，国際原

子力機関（IAEA）のエルバラダイ事務局長主

導による「核燃料サイクルへのマルチラテラ

ル・アプローチ」（MNA：Multilateral Nuclear

Approaches），プーチン・ロシア大統領による

提案，ブッシュ米大統領による「国際原子力エ

ネルギー・パートナーシップ」（GNEP：Global

Nuclear Energy Partnarship）構想がある。わが国

も基本的には米提案に参加する格好である。し

かし，これらの提案は，ウラン濃縮と使用済み

燃料再処理をいくつかの国に限定しようとする

意図が明白で核保有国（米英仏中ロ）に日本を

加えた６カ国以外の国での評判が悪い。原子力

は科学と技術の固まりと言ってもよく，その発

展の可能性を制限することには大きな抵抗が予

想される。端的に言えば，核不拡散条約が核兵

器保有国と非保有国の間の不公平さを固定化す

る側面があり，インドが同条約に加盟しない理

由となっているように，上記提案にも核をもつ

者と持たない者との格差を固定してしまう側面

がある。

３．米国における新型軽水炉導入の動き

（１）経済性を高めた米国の原子力発電

米国には約100基の商用原子力発電所がある

が，どれも1970年代に発注されたもので，一

番最近に運転開始したものでも90年代である。

供給予備力，スリーマイル・アイランド事故

の影響などがあったとはいえ，事故以降，新

設はばったり途絶えた。結局のところ，原子

力に対する過大な期待に経済性を中心に応え

きれなかったことが原因であった。しかし，

事業者，規制者などの努力により現在全米平

均の稼働率は90％を超え，設備の償却が終わ

っているからとはいえ発電原価は２セント／

kW（２円強／kW）と素晴らしい実績を残し

ている。今や原子力発電は電力事業者の稼ぎ

頭となった。ついには米証券業界も原子力発

電所の新設について全く相手にしなった態度

を改めるに至っている。しかし，慎重な産業

界側は政府に支援策を求め，「少しやりすぎで

はないか。WTO違反ではないか」とも思える

手厚い新設支援策を2005年のエネルギー政策

法に盛り込ませている。

（２）新設計画と日本企業の活躍

表３に示すように各社から米国南部，東部

における計画が表明されている。計画の特徴

として，アラバマ，ジョージア，フロリダ，

テキサス州など南部中心であることと，炉型

をみると，「AP1000」，「EPR」，「ESBWR」が
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表３　主要国の新型軽水炉導入の動き



「御三家」と言った所である。「EPR」は仏ア

レバ社の主軸炉であるが，「AP1000」はウェ

スチングハウス社（2006年東芝が買収）の主

軸炉，ESBWRは本年日立と原子力部門の提携

を強化したGE社の主力炉型であり，同計画に

は，わが国原子力産業ががっちり食い込んで

いる。三菱重工業も単独で米国市場を切り開

くべく，自らのAPWR（敦賀３，４号）の米

国版「US-APWR」を提示している。そのほか

ABWR自身の計画もあるうえ，原子炉圧力容

器などの大型機器の多くについては日本企業

が活躍すると期待されている。

表に載っている計画がすべて着工されるか

保証の限りではないが，新設の途絶えていた

米国にも具体的な計画があることと，いかに

わが国の産業が関連しているかがうかがえる。

４．日本の次世代軽水炉の狙い

以上の様々な背景の中で，またわが国の

「新・国家エネルギー戦略」（2006年５月），

「エネルギー基本計画」（2007年３月）の一部

を構成する「原子力立国計画」の中で，一歩

先の次世代軽水炉を開発する意義の第一は比

較優位にあるわが国の原子力産業力の維持向

上にある。

「原子力立国計画」において，炉心，燃料

関係では，運転サイクル長期化や高燃焼度化

による利用効率の向上と使用済み燃料の低減

を目的として濃縮度５％超の原子炉並びに核

燃料サイクルシステムを開発する。これによ

り使用済み燃料の発生量を３割から４割削減

し，稼働率も97％を可能とすることを目標と

する。これらは既存の原子力発電所への適用

も考慮すべきだし，また性能を標準化して型

式認定を実現する制度設計も必要となる。

新潟県中越沖地震（2007年７月）の経験を

生かして耐震設計の一層の向上も図られるで

あろうが，一方で免震技術の採用による，立

地条件によらない標準化プラントも次世代軽

水炉のセールスポイントの１つと考えている。

上記を含む６つのわが国の次世代軽水炉の

開発項目を図５に示す。これは平成20年度か

ら８年をかけたメーカー，国・事業者の一体

となった技術開発計画（総額約600億円）であ

る。

単に単体機器，ハードの開発，それらの寄

せ集めにとどまることなく，世界標準と安全

規制の合理化を開発当初からいかにして取り

入れていくか，開発工程そのものを知識管理

の体系としてとらえられるかが課題であろう。
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図５　次世代軽水炉の開発項目―６つのコアコンセプト―
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５．さいごに

本稿冒頭で触れた臨界事象については，ま

ず少なくとも結果的には安全上の影響は皆無

であったことと，臨界といっても極めて限ら

れた部分であり，軽水炉の反応度制御の強固

なことを証明しているとも言えないことはな

い。しかし，設計と運転上の見直しが必要か

どうか検討を要するし，次世代炉にも意味が

あることかもしれない。もちろん当時の事象

の隠ぺいが信頼をさらに損なってしまった事

実は重い。

中越沖地震については，柏崎刈羽原子力発

電所の原子炉系は完全にその安全機能を全う

しており，これが原子力施設でなく，水道や

ガス，自動車部品製造工場であったのなら，

周辺施設・機器などを修理して運転再開され

ていたはずである。もちろん，影響の調査と

分析により次世代軽水炉の持つべき性能，設

計尤（ゆう）度などにも有用な貢献が期待さ

れるところである。

これら多くの課題があることは事実である

が，挑戦ととらえ，わが国の原子力技術開発

をもって世界のエネルギーと環境問題の解決

に向けて邁進する使命を我々は持っている。

参考文献

（1）譛エネルギー総合工学研究所，「平成17年度　軽水炉

改良技術確証試験（次世代型軽水炉開発戦略調査）

エネルギー問題と原子力の役割に関する調査検討―長

期エネルギーシステム評価―」，平成18年３月



１．はじめに

今年２月，「気候変動に関する政府間パネル」

（IPCC）は，地球温暖化の自然科学的根拠に

関する『第４次報告書』を公表しました。こ

の報告書において，IPCCは初めて地球温暖化

の原因が人為起源の温室効果ガス濃度の増加

であると断定しています。一方，地球温暖化

に歯止めを掛けようとする活動は，京都議定

書が主要な役割を担う中で世界的な高まりを

見せています。わが国は京都議定書が定めた

目標値達成を遵守するため，「京都議定書目標

達成計画」（目達計画）を策定し，その実行を

図っていますが，2005年度では目標値より約

８％の増加状態にあります。目達計画では，

2007年度に計画の定量的な評価・見直しを行

い，第１約束期間（2008年～2012年）に必要

な対策・施策を2008年度から講ずることから，

昨年11月より経済産業省の「産業構造審議会」

と環境省の「中央環境審議会」との合同会合

で目達計画の評価・見直しに関する報告書の

取りまとめが行われてきました。検討の中で，

省エネルギー対策が益々重要な課題となって

きております。

本稿では，これら検討を踏まえて最近の省

エネルギーに関する政策の検討経緯と技術の

動向，そして地球温暖化防止のための国際的

な活動について紹介します。

［寄稿］

最近の省エネルギー政策と技術の動向
―世界に冠たる省エネ技術の更なる発展―
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譛省エネルギーセンター
企画調査部　部長佐　藤　文　廣

図１　わが国の温室効果ガス総排出量の推移

出所：中央環境審議会地球環境部会・産業構造審議会環境部会地球環境小委員会
『京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する中間報告（案）』，平成19年８月を基に作成

季報エネルギー総合工学



２．最近の省エネルギー政策の動向

（１）わが国の温室効果ガス排出状況

2005年度のわが国の温室効果ガス排出量は

13億6,000万t-CO2となっており，基準年（1990

年）の総排出量を7.8%上回っています（図１）。

温室効果ガス別に見ると，総排出量の９割以

上を占める二酸化炭素（CO2）の増加，中で

もエネルギー起源CO2の増加が大きな要因と

なっています（表１）。増加要因の１つに，原

子力発電所の長期停止の影響が約2.3%あると

試算されていますが，業務部門，家庭部門の

2005年度排出量はそれぞれ基準年比44.6%，

36.7%の増加となっており，全体の増加の主な

要因となっています。

（２）目達計画の対策の進捗状況と評価

先に述べた合同会合では，目達計画に示さ

れた各対策の進捗状況等について，関係業界

および関係省庁からのヒアリングを21回に亘

り行い，現状における評価結果を取りまとめ

ています（表２）。
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表１　温室効果ガスの種類別・部門別排出状況

基準年度 
（全体に占める割合） 

2005年度実績 
（基準年度増減） 

エネルギー起源二酸化炭素 

産業部門 

業務その他部門 

家庭部門 

運輸部門 

エネルギー転換部門 

非エネルギー起源二酸化炭素 

メタン 

一酸化二窒素 

代替フロン等３ガス 

合　　計 

（単位：百万t-CO2） 

1,059（84％） 

482（38％） 

164（13％） 

127（10％） 

217（17％） 

67.9（5％） 

85.1（7％） 

33.4（3％） 

32.6（3％） 

51.2（4％） 

1,261（100.0％） 

1,203（+13.6％） 

456（-5.5％） 

238（+44.6％） 

174（+36.7％） 

257（+18.1％） 

78.5（+15.7％） 

90.6（+6.6％） 

24.1（-27.9％） 

25.4（-22.0％） 

16.9（-66.9％） 

1,360（+7.8％） 

（出所：「京都議定書目標達成計画の評価・見直しに関する中間報告」より作成） 

現行計画を上回る 
対策効果が見込まれるもの 

現行計画における 
対策効果が見込まれるもの 

現行計画を下回る 
対策効果が見込ま 
れるもの 

現時点では対策効果を把握できないもの 

産業部門 
エネルギー転換部門 

・天然ガスコジェネレーション 
・高性能ボイラーの普及 

・自主行動計画の着実な実施とフォロー 
　アップ 
・原子力の推進等による電力分野におけ 
　る二酸化炭素排出原単位の低減 
・新エネルギー対策の推進 
・燃料電池の導入促進 
・バイオマスの利活用の推進 
・複数事業者の連携による省エネルギー 
・高性能工業炉の導入促進 
・次世代コークス炉の導入促進 

・省エネルギー法によるエネルギー管理の 
　徹底 
・建設施工分野における低燃費型建設機械 
　の普及 

業務その他部門 
家庭部門 

・トップランナー基準による機器 
　の効率向上 
・省エネ機器の買い替え促進 

・高効率照明の普及 
　（LED）照明 

・省エネルギー法によるエネルギー管理の 
　徹底 
・エネルギー供給事業者等による消費者へ 
　のエネルギー情報の提供 

運輸部門 ・トップランナー基準による自動 
　車の燃費改善 
・交通安全施設の整備 
・トラック輸送の効率化 

・公共交通機関の利用促進 
・環境に配慮した自動車使用の促進 
・自動車交通重要の調整 
・高度道路交通システム（ITS）の推進 
・路上工事の縮減 
・海運グリーン化総合対策 
・鉄道貨物へのモーダルシフト 
・国際貨物の陸上輸送距離の削減 
・クリーンエネルギー自動車の普及促進 
・鉄道のエネルギー消費効率の向上 
・航空のエネルギー消費効率の向上 

・環境に配慮した自動車使用の促進（ｱｲﾄﾞ 
　ﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ車導入支援） 
・テレワーク等情報通信を活用した交通代 
　替の推進 
・高速道路での大型トラックの最高速度の 
　抑制 
・サルファーフリー燃料の導入及び対応自 
　動車の導入 

・建築物の省エネ性能の向上 
・BEMS,HEMSの普及 
・住宅の省エネ性能の向上 
・複数事業者の連携による省エネルギー 
・高効率給湯器の普及 
・業務用高効率空調機の普及 
・業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及 
・待機時消費電力の削減 

表２　既存省エネルギー対策の評価
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産業／エネルギー転換部門では，コージェネ

レーション，高性能ボイラーの普及については

予定を上回る伸びが見込まれています。大半の

対策は大幅な伸びは期待できないものの，達成

目標年度（2010年度）までには目標達成がなさ

れるだろうとしています。しかし，対策の柱と

も言える「経団連環境自主行動計画」では排出

量の多い業界で未達状態のところがあります。

また，電力分野における原単位低減対策では，

原子力発電の利用効率が現状で計画ほど向上し

ていない等の問題を抱えています。

業務／家庭部門においては，トップランナ

ー基準による機器の効率向上が順調に進展し，

大きな効果が見込まれています。しかし，業

務部門でのエネルギー管理の徹底や，消費者

へのエネルギー情報の提供などソフト対策は

効果測定ができないとしています。業務／家

庭部門のエネルギー消費が伸び続けているこ

とを考えると，現時点での対策が十分効果を

発揮しているとは言えない状況にあります。

運輸部門については，トップランナー基準に

よる燃費の改善や，トラック輸送の効率化対策

で大きな効果があります。アイドリングストッ

プ車の導入支援等計画に達しない対策もあるも

のの，全体として対策は順調に進展しており，

全体としての目標達成は可能とされています。

一方，自動車対策としては，「目標をより高く

置くべし」との意見も見られます。

このような結果から，合同会合の取りまと

めでは，「わが国の地球温暖化対策は前進して

いると言えるものの，現状では，総合的に見

れば，対策が十分に進捗しているとは言えな

い状況にあり，各対策の排出削減量を達成す

るためには，これまで以上の進捗を必要とす

る対策が多く，目達計画の進捗は極めて厳し

い状況にある」としています。

（３） 2010年に向けての施策概要

このような状況を受けて，目標達成のため

には現行対策の確実な実行を図ると共に，更

なる対策の拡充が必要として追加対策の検討

が行われています。現在検討されている対策

の概要を手段別に見ますと以下のようになろ

うかと思います。

①法整備で対策の徹底を図ろうとするもの

産業部門においては，省エネ法による工

場・事業場の省エネ規制は，これまで事業場

単位で行われてきました。しかし，実態的に

は企業単位で管理されているケースも多く見

られます。更なる管理の徹底を図るためは，

より実態的な管理方法に合わせ，工場・事業

場の省エネ水準が定量的に評価されるように

すると共に，業種，事業毎の評価ができるよ

うにし，また，企業単位・事業部単位での管

理もできるようにすることが必要として法改

正が検討されています。

業務部門については，スーパー，コンビニ

など，事業所単位では小さいものの，企業単

位で見ると大きなエネルギーを消費している

所もあり，産業部門以上に企業単位の規制が

効果的であると考えられます。また，ビルオ

ーナーとテナントとの管理の問題が内在して

おり，両者の協力した省エネ取組みを評価・

推進できる仕組みが必要として法改正が検討

されています。

家庭部門においては省エネ機器の効果が明

確であることから，更なる対象機器の拡大を

図ると共に，住宅での躯体と設備を一体化し

た省エネ基準の整備などが考えられています。

運輸部門においては，改正省エネ法で導入

された，輸送事業者，荷主に対する規制の適

格な実施が望まれています。

②インセンティブ付与で対策の促進を図ろう

とするもの

産業部門では，省エネルギーポテンシャ

ルは有るものの，資金，技術，人材等の不足

により省エネが進んでいない中小企業に対し

て，これを支援する方策が検討されています。

また，これら中小企業に対し，大企業が支援

できる環境作りが検討されています。
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業務部門としては，省エネ性能の高いビル

が市場で評価・選択されるような対策が検討

されており，また，家庭部門においては省エ

ネ住宅に対する支援策が検討されています。

③各人の行動に訴える広報等により促進を図

ろうとするもの

家庭部門においては，消費者各人の意識に

依存するところが大きく，これまで色々な形

で広報が行われてきましたが，省エネ家電，

省エネ住宅については今後一層積極的な広報

による普及促進が必要と考えられています。

また，温暖化対策に向けては国民運動の展開

が必要と考えられ，今後一層の省エネ広報，

普及啓発，教育等による促進策が検討されて

います。

３．省エネルギー技術の動向

（１）全体的な動き

今年度の経済産業省予算における資源・エ

ネルギー政策予算（表３）を見てみますと，

全体的に歳出削減が求められる中，省エネ，

原子力，新エネ，運輸，資源戦略，アジアと

の協力関係，緊急時対応などの施策に対し，

増額はされていないものの必要な予算の確保

は行われています。中でも，省エネルギー対

策については，世界の省エネルギーのフロン

トランナーとしての日本の立場を一層強化し

て，2030年時点で少なくとも30%の省エネル

ギーを実現するための施策実現に向けた予算

が盛り込まれました。省エネルギー技術関連

予算については，昨年来検討してきた省エネ

ルギー技術戦略に沿って，今年度は計33のプ
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表３　平成19年度経済産業省予算における資源・エネルギー政策予算（総額7374億円）

1 省エネルギーフロントランナー計画 
(1) 省エネルギー技術開発の一層の推進 
(2) 住宅・建築物に係わる省エネ機器等の導入促進 
(3) 産業・運輸部門における省エネ設備等の導入促進 

1,346
502
242
286

2 原子力立国計画 
(1) 高速増殖炉サイクル、核燃料サイクル等の技術開発、 
　 ウラン資源確保、人材育成等 

(2) 原子力安全・防災・核物質防護対策の確実な推進 
(3) 原子力発電設備等と地域との共生の実現 

1,770

151

323

1,289

3 運輸エネルギー次世代計画 
(1) バイオマス由来燃料に係わる調査研究・技術開発・ 
　 実証 
(2) GTL生産技術の実証研究 
(3) 蓄電システムに係わる戦略的技術開発・導入促進 

581

102

69
76

4　新エネルギーイノベーション計画 1,153
(1) 新エネルギー技術開発の推進 
(2) 蓄電システムに係わる戦略的技術開発・導入促進 
(3) 水素貯蔵材料先端基盤技術 

508
76
8

5　総合資源確保戦略 1,573
(1) 石油・天然ガス開発企業に対する支援の強化 

(2) 革新的な石油精製技術の開発 
(3) 鉱物資源の安定供給確保 

134

23
72

6　緊急時対応策の強化 
(1) 国家石油備蓄の推進 
(2) GTL生産技術の実証研究 

1,821
1,529

69

7 アジアエネルギー環境協力プログラム 
(1) 「アジア省エネルギー・プログラム」の戦略的実施 
(2) アジアにおける石炭のクリーン利用、生産・保全技 
　 術の普及 

165
55
96

費　　　目 予算額 
(億円)



ロジェクトの実施が計画されています（表４）。

主たる方針として，民生・運輸・産業分野に

おいて，省エネ効果の高い基盤技術等の開発

や，周辺技術の不足や製品化技術の問題によ

り実用化が遅れているものについては，その

実用化を支援するための研究開発を行うこと

としています。更に，製品化し市場へ導入す

るのに有効性・信頼性を実証する必要がある

ものについては，実機ベースでのデータ収集

及び技術改良などの実証研究を行うことにし

ています。また，その実施に当たっては，技

術的波及効果が大きいテーマに重点を置くと

ともに，省エネ法におけるトップランナー規

制の実効性を高めるため，その対象機器に関

連した技術開発を推進するとしています。ま

た，アジア省エネルギープログラムの推進予

算は昨年度より増額され，アジア地区に対す

る省エネ協力に強く関与していく方向が示さ

れています。以下に部門毎に技術動向の詳細

を見ることとします。

（２）産業部門の技術動向

産業部門の省エネルギー対策は，前述した

通り「自主行動計画」によって，各業界別に
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表５　産業部門の省エネルギー投資

表４　省エネルギー技術開発プログラム



自主的に取り組みが行われています。主要業

界のこれまでの省エネルギー投資額を見てみ

ますと（表５），相当額の投資が行われている

ことが分かります。これらの具体的投資対象

は様々ですが，「自主行動計画」では，目標達

成に向けた今後の対策として，各社できる限

りの様々な省エネ対策を講じるとしています。

実際には操業状態の改善，工程の改善，装置

の改善，省エネ装置の導入など全ての分野に

亘って対策が行われています。図２には省エ

ネセンターが毎年実施している省エネルギー

実施事例発表大会での，昨年度発表事例のテ

ーマ類型別発表件数を示しています。この図

から，工場における圧空，蒸気等のユーティ

リティーの対策や保温・断熱対策，コジェネ，

インバーターの導入対策と言った個別対策は

件数が低いのに対し，最適制御とJIT（Just in

Time），工程停止・統合，固定概念の打破，時

間短縮と言ったプロセス全体の制御に係わる

対策が多く，省エネがより総合的な対策に向

けられて来ている事が伺えます。また，鉄鋼

業が今後進める省エネルギー対策の項目を合

同会合に出された資料から見ますと（表６），

対策項目として挙げられている事項は，従来

の省エネルギー対策技術の範囲に止まってい

るとの印象を受けます。操業効率化が他の対

策に比べ抜きん出て多いことを考えますと，

最近の省エネルギー対策が頭打ち状態にある

との印象を受けます。

一方，産業部門の省エネルギーを抜本的に進
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表６　鉄鋼業の今後の省エネルギー対策

（出所：第18回産業構造審議会・中央環境審議会合同会合資料）

図２　省エネルギー実施事例類型分野別発表件数　　（総数1３１件　重複有り）



めるには，技術革新に基づく新しい技術の導入

が不可欠です。省エネルギー技術戦略の中では，

「超燃焼システム技術」として6テーマ，「時空

を超えたエネルギー利用技術」として1テーマ，

その他として高度機械加工システムとエコマネ

ジメント生産システムなどが今年度より具体的

テーマとして推進が図られています（表４）。

（３）民生部門における対応技術

民生部門の省エネルギー対応技術としては，

エネルギー消費機器に係わるものと建物に関

するものが考えられます。

エネルギー消費機器については，その消費エ

ネルギーの大きなものからトップランナー基準

の対象として，エネルギー消費効率の基準値を

定め，目標年度迄に達成することを製造事業者

等に求めています。昨年度の５品目に加えて６

品目が目標年度に達し，合計11品目が達成度の

評価をされています（表７）。目標年度に達し

た全ての機器において目標値が達成され，トッ

プランナー制度に基づく機器の効率改善が順調

に進んでいると判断されます。

家電機器，OA機器，空調／照明機器などの

省エネルギー化には，モータ，ファンなどの制

御をインバータ化するなど，パワーエレクトロ

ニクスの応用による制御性の改善・効率の向

上，電源部分の電力損失の低減，LEDなど表示

半導体といった電子デバイスの技術改革が大き

く貢献すると考えられます。現在オール電化住

宅の普及が進んでいる中，これら電子・電気機

器の効率の向上が今後の省エネルギーにとって

益々重要な対策になってくると考えられます。

一方，建築物（ビル）については，近年ビ

ルのエネルギー使用実態調査などが積極的に

行われ，省エネルギー対策のポイントも大分

整理されてきています。表８には，省エネル
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（出所：省エネルギーセンター「業務用ビルにおける省エネ推進の手引き」2006年）

表８　ビルの省エネの着眼点

表７　トップランナー制度によるこれまでの省エネ効果



ギーセンターが進めるビルの省エネ診断で行

われる省エネルギーの着眼点を示しています。

建物の省エネルギー対策は，断熱性能の向上

など建物そのものの対策と，そこに使用され

るエネルギー使用機器の適性を加味した検討

が重要と考えられています。現在「オフィス

管理ツール」として，建物のエネルギー消費

に関係する様々な所有データを投入すること

で，その建物のエネルギー使用実態を把握し，

省エネルギーの対策を検討できる道具が出来

ています。このような道具を使って，建物の

省エネルギーを総合的且つ効果的に進めるこ

とが求められています。

住宅の省エネも，基本的には建物の省エネ

ルギーと同じ考え方に立って行われるべきで

すが，住宅の場合は対象が千差万別ですので，

むしろ様々な対応技術が必要と考えられます。

国は，省エネ性能の高い住宅の普及に向けた

支援策を行っておりますが，大半を占める既

存住宅の対策として，例えば，住宅の冷・暖

房機能を向上することのできる様々な手段を

提供すると共に，その活用に向けた支援策が

必要と考えられます。

（４）運輸部門の技術動向

運輸部門の省エネルギー対策は，大きくは運

送機器単体の燃費改善対策と，効率的な運送対

策とがあります。運送機器の燃費改善策として，

最近船舶や飛行機の対策も検討されています

が，エネルギー消費の大半を占める自動車の燃

費対策が最大の対策となっています。自動車の

燃費改善はトップランナー基準によって定めら

れる燃費基準値を達成する形で行われていま

す。現在のところ，各社による燃費基準値の達

成状況は，目標年度より早い時期での達成が見

込まれ，この状況を受けて今年基準値が新たに

改訂された所です。また，従来無かった重量車

に対する燃費基準も，業界などの努力により昨

年基準化がなされました。

今回のトップランナー基準改定で，今後の

燃費改善技術として検討された技術対策項目

を表９に示します。今後の燃費改善要素とし

て，なおエンジンの改良が大きな改善項目と

して期待されていますが，効果の大きな対策

項目としてはハイブリッド自動車やディーゼ

ル自動車などが挙げられており，中長期的に

はこれらの新しいシステムによる自動車への

転換・普及が考えられています。

一方，効率的運送対策としては，省エネ法の

改定により新たに輸送事業者と荷主に対し省エ

ネルギー対策の実施が義務付けられ，今年より

スタートしました。貨物輸送のエネルギー効率

化に向けた取り組みが期待されるところです。
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表９　自動車の燃費改善技術一覧

（出所：第９回省エネルギー基準部会資料，2007年）
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また，道路システム側から見た輸送エネルギー

の効率化の課題は，国土交通省を中心として取

り組まれており，高度道路交通システム（ITS）

として，ノンストップ自動料金支払いシステム

（ETC）や道路交通情報通信システム（VICS），

路上工事の縮減，自転車利用の促進など一定の

効果が有ったとして，今後一層の普及に期待が

寄せられています。

４．国際的活動の広がり

地球の温暖化が現実的に認識できるように

なるにつれて，国際会議のあらゆる場で対応

が議論されるようになってきました。G８サ

ミットにおいても，2005年の英国グレンイー

グルスでの会合で，「気候変動問題」が重要テ

ーマとして取り上げられ，気候変動部分の成

果文書として，「気候変動，クリーンエネルギ

ーおよび持続可能な開発に関するグレンイー

グルス行動計画」が合意されました。この行

動計画の中で，気候変動問題におけるIEAの役

割強化が合意され，産業分野や火力発電分野

における途上国を含めたエネルギー効率の評

価や，建物，電気機器等における各国の省エ

ネルギー基準のレビュー，政策のベストプラ

クティスの評価等を行うことがIEAにタスクア

ウトされました。また，G８およびエネルギ

ー需要が急増する途上国を含む対話の場で，

行動計画をフォローアップしていくことが合

意されており，検討の結果について，2008年，

日本の「洞爺湖サミット」で報告されること

になっています。このようなことを背景とし

て，IEAを中心とした各国の省エネルギー対策

に関する動きが活発化してきています。また，

京都議定書の定める約束期間後の対応につい

て，欧州を中心として議論が活発化してきて

います。

今年６月にドイツのハイリゲンダムで開催さ

れたサミットにおいて，わが国は安倍前総理よ

り「美しい星50」と題した地球温暖化に対する

取り組みの考え方を提案しました。世界全体の

排出量を現状に比して2050年までに半減するこ

とを世界の共通の目標とするとともに，次期枠

組みを構築するに当たっての「３原則」を提案

したものです。G８として，同時に行われたEU

およびカナダからの同様な提案を受けて，今後

真剣に検討することになっています。

一方，米国の主導により「クリーン開発と

機構に関する太平洋パートナーシップ（Asia-

Pacific Partnership on Clean Development: APP）」

が，日本，米国，豪州，韓国，中国，インド

の６カ国間の地域間協力体制として立ち上げ

られました。2006年1月に豪州シドニーで第１

回の閣僚会合が開かれ，民間企業のCEOも参

加して，セクター別アプローチなどに関し建

設的な意見交換が行なわれ，次の８つのセク

ター別タスクフォースが設けられました。

①よりクリーンな化石エネルギー

②再生可能エネルギーと分散型電源

③発電および送電

④鉄鋼

⑤アルミニウム

⑥セメント

⑦石炭鉱業

⑧建物および電気機器

その後，各タスクフォースは具体的行動計

画の下に活発な活動を展開しています。

昨年策定された「新・国家エネルギー戦略」

の目標の１つとして，アジア・世界のエネル

ギー問題の克服が謳われ，アジア諸国におけ

る省エネルギーの自立的推進を図るための国

際協力の取組として，「アジア省エネルギー推

進プログラム」が推進されています。

現在様々な形での取組が行われていますが，

その１つとしてアジア諸国の制度的取組への支

援が省エネルギーセンターを中心として行われ

ています。その中身は，長期専門家の派遣，受

け入れ研修の人材育成支援を通じて，① 省エ

ネ制度の構築支援の実施。② 地域省エネセン

ターの運営支援など相手国の省エネ制度の的確

な運用の支援。③ 省エネ基準・ラベリング制

度の策定支援。④ESCO分野の協力など，民生，



運輸，電力部門の協力の実施などです。これら

の協力を行う上で，各国との情報交換を密にす

るために，５月よりコラボレーションセンター

を省エネルギーセンター内に設置して，各国か

らの省エネルギーに関する様々な質問に対応す

る窓口を設けています。

わが国の省エネルギー技術は，個別技術に

止まらず，ソフト技術としても広く海外で適

用されようとしています。今後は，実行する

上でのファイナンスや技術トランスファー上

の課題などへの対応が必要と思われます。

５．まとめ

以上を取りまとめてみますと，次のように

なります。

① 地球環境問題が深刻化する中，省エネルギ　

ー対策は益々重要な施策として注目を集めて

います。

② 京都議定書目標達成計画の評価では，現行

計画での目標達成は困難として追加対策が検

討されています。

③ 省エネルギー技術の対応としては，短期的

対応課題と長期的対応課題とがあり，短期的

課題としては，既存の技術を既存の枠を越え

て広く適用することなどありますが，一方，

総合システムとして捉えた改善技術が今後よ

り重要になるものと思われます。

④ 長期的課題としては省エネルギー技術戦略

に基づく開発が始まっています。

⑤ わが国の省エネルギー技術の海外への積極

的展開が図られています。
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１．はじめに

原子力産業界においては，国内における軽水

炉プラントの新規建設の停滞や団塊の世代のリ

タイヤに伴う技術・技能の維持・継承等の課題

が指摘されているところである。これら課題に

対応するためには，原子力産業における人材基

盤の状況を総合的に把握しその課題を明確にし

た上で，今後の人材育成方策など適切な施策を

実施していくことが必要である。

本稿では，平成18年度に独立行政法人原子

力安全基盤機構（JNES）の委託により実施し

た各種人材データの分析，人材の将来予測お

よび関係者へのインタビュー等の結果，なら

びに，これらを通じて抽出された課題と必要

な対策等について報告する。

２．原子力産業における人材基盤の状況

原子力産業界の人材基盤に関する課題を把

握するため，過去に実施された原子力関連人

材に関する調査(1)～(3)を中心に，原子力関連

人材を取り巻く状況の推移等について調査･分

析を実施した。

これら調査の中には定期的・不定期で実施

されているものが混在しているが，毎年度定

期的に実施している調査として，譖日本原子

力産業会議（原産会議，現在の譖日本原子力

産業協会）の｢原子力産業実態調査｣(1)）があ

る。ここでは，同調査データを基に，原子力

産業全体の分野別の従事者数の推移を概観し

た。主要な結果を，原子力の運転プラント基

数，建設プラント基数の推移と合わせて図１

に示す。

なお，鉱工業として整理されている事業者

は，原子力プラントメーカーを含むほぼ300社

以上にのぼる企業である。

上記に加え，技術者分野別の詳細な従事者

データの調査結果から，その傾向を表１のと

おりまとめた。

電気事業者では，1989年以降技術者総数は

コンスタントな増加傾向を示している。その

増加は，主に技術者全体の６割程度を占める

「運転･保守」部門であり，運転プラント基数

の増加によるものと考えられる。 一方，「設

計･建設工事」部門はほぼ一貫した減少傾向で

あり，「研究者」（図１では省略）も1990年代

後半をピークとして減少傾向を示している。

これらは，建設プラント基数の減少，および，

研究者に関してみれば軽水炉に係る研究開発
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［調査研究報告］

原子力分野における
人材基盤に関する分析と課題
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が一時期のピークを超えたことによるものと

想定できる。

鉱工業では，技術者総数の変動はあるもの

の，ほぼ横ばいである。原子力発電所の定期

検査，メンテナンス等に対応した「サービス」

部門はほぼ一貫して増加しているが，運転プ

ラント基数の増加によるものと考えられる。

一方，1990年代前半より「設計」技術者およ

び「研究者」（図１では省略）が急激に減少し

ている。これは前述の電気事業者の場合と同

様，主に設計技術者については建設プラント

基数の減少によるもの，研究者については軽

水炉開発課題の減少と想定できる。

以上にように電気事業者，鉱工業の双方にお

いて，運転プラント基数および建設中のプラン

ト基数の推移と相関のある分野がみられる。

３．原子力産業界における人材採用状況

原子力関連人材の需要側である電力業界・原

子力プラントメーカーと，供給側である大学卒

業者との関連について調査した。原産会議が基

盤強化委員会人材問題小委員会で実施したアン

ケート調査(2)※に基づく結果を図２に示す。

電力業界，原子力プラントメーカーとも，

技術者全体の採用数には若干の変動はあるも

のの，原子力専攻出身者をほぼ安定的に採用

しており，原子力技術基盤を支える人材とし

て一定数を採用していることがうかがえる。

また，原子力部門への技術系採用者全体に占

める原子力工学専攻出身者の割合は，電力業

界で10％程度，原子力プラントメーカーで

30％程度であり，それ以外の人材は機械・電
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表１　技術者の減少及び増加分野

（出所：参考文献１を基に作成）

図２　原子力産業界における原子力部門への技術系採用者数の推移

（出所：原子力ポケットブック2005年版，日本原子力産業会議）

※　人材問題小委員会委員（電力関係８社，メーカー２社）のアンケート回答を集計



気工学専攻出身者を中心として原子力に必要

な関連部門から採用している。

４．将来の人材需要に関する予測

原子力関連の人材に関する課題を抽出するた

め，将来の需要を予測した。ここでは，① 電

気事業法に基づき電気事業者が毎年度末に届け

出る供給計画に基づく予測，② 平準化した新

増設により2030年に58GW（電気出力）を達成

する場合，の２つのケースについて予測を行っ

た。

予測方法を表２に，予測結果を図３および

図４に示す。
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● 過去の電気事業者および鉱工業における原子力産業従事者数実績(1)(3)から， 
    今後（～2030年）の大まかな原子力従事者数需要を予測する（将来の需要 
    傾向の把握）。 
● 軽水炉プラントの建設，運転に必要な従事者の需要予測は，基本的に，１ 
   基の軽水炉プラントの設計，建設，運転に必要な人員数を過去の実績値か 
  ら求め，軽水炉プラント（国内外）の建設，運転工程を想定して求めた。 
● 軽水炉プラントの建設/運転計画は，建設･計画中プラントは各電気事業者 
   の供給計画等の公表計画を使用し，既設炉については寿命を60年とし，即 
   刻リプレースと仮定する。 
● 高速増殖炉サイクル開発に必要な従事者の需要予測は，過去の実績値のピ 
   ーク人員数を下に設定し，実証施設等の建設に必要な人員数を軽水炉プラ 
   ントの建設に準じて求め合算した。 
● その他分野の従事者に関しては，基準年度（2004年度）の規模を維持する 
   ものと考えた。 

① 供給計画に基づく場合 

② 平準化した新増設により2030年に58GW（電気出力）を達成する場合 
　以下の条件を変更する以外は，上記①と同様。 
● 2030年までの新増設は単機容量130万kW，2010年から2030年に58GWeとな 
   るよう， ４年毎に１基ずつ導入。 

図３　全原子力産業従事者数の予測結果

表２　将来の人材需給の予測方法

（供給計画に基づく場合）



人材（人数）の確保と技術力の維持が必ず

しもイコールの関係ではないため，軽々には

言えないが，端境期を含む以降について人

材／技術力の厚み確保が課題であることは読

みとれる。両者の関係について，表面的な数

字から一歩掘り下げた分析が必要とされる。

５．関係者へのインタビュー

大学・電気事業者，原子力プラントメーカ

ーにおける原子力に関する人材確保の動向・

方策・課題，そして相互の人材流動の状況や

課題を明らかにするため，４大学の教授，電

気事業者２社・原子力プラントメーカー３社

の方々へのインタビュー調査を行った。

主な質問事項は以下のとおりである。
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供給計画に基づくケース（図３）では，全

原子力産業における技術者総数は大きな傾向

としては増加傾向にある。しかし，現計画の

国内軽水炉プラント建設完了～リプレース需

要立ち上がり間の「端境期」に，特に原子力

プラントメーカーを中心に技術者数の大きな

変動が生じる可能性がある。

平準化した新増設により2030年に58GWを達

成するケース（図４）では，ほぼ定常的に従

事者数増加が見込まれ，過去のピーク人員数

以上までの増員の可能性がある。

以上の結果から，課題を以下のように整理

した。

● 現在計画されている軽水炉プラントの建設

が完了，運転が開始された後，既設炉のリプ

レースが開始されるまでの間，国内プラント

の建設の「端境期」が生じ，人材／技術力の

維持の面で課題が生じる可能性がある。

● この対応としては，電気事業者においては

建設やリプレース時期の平準化，原子力プラ

ントメーカーにおいては海外プラント受注が

考えられる。

季報エネルギー総合工学

（平準化した新増設により2030年に58GWeを達成する場合）

図４　全原子力産業従事者数の予測結果

① 原子力関連事業に係わる人材に関する課題　 
　と対策 
　  －従事者数の状況と課題 
　  －当面の人材確保策 
　  －国内軽水炉プラント建設端境期の対応等 
② 外部専門家への要求 
③ 人材確保のための外部への要望 
④ 産学連携への対応 



インタビュー結果の概要を表３に示す。

このインタビュー結果の集約として主要な

課題を表４のとおりまとめた。

６．今後の人材基盤のあり方・育成につ

いて（提言）

以上の各種データ分析とインタビュー結果

から，各機関別の現状の課題と人材需給の関

係について図５のとおり整理した。

各機関において，それぞれが抱える課題を

解決していく必要があるが，主要な課題とし

て技術者の高齢化が挙げられており，人材育

成や技術継承に加え，原子力部門内の人材流

動化が必要であることが明らかとなった。ま

た，３．および５．で述べたように，原子力
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産業界においては，原子力工学専攻出身者だ

けではなく，原子力技術を支える機械工学・

電気工学・化学工学等の各分野に人材ニーズ

がある。これら人材の確保にあたっては，原

子力分野とそれ以外の分野との人材交流を進

める必要があり，そのためには，原子力部門

における長期的な技術開発や新規プロジェク

トに関するロードマップを明示し，人材要求

の明確化を図ることが必要となる。さらに将

来的には，海外展開戦略，既設原子炉のリプ

レースや高速増殖炉サイクル開発等について

明確化を図っていく必要があると考えられる。

また，原子力以外の分野との連携について

も具体的に実践していくことが求められる時

期になっていることも指摘しておきたい。
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表３　インタビュー結果の概要

● 実験指導者不足の傾向と研究施設の老朽化 
● 若手の原子力離れと高齢化 
● ポスドク研究者数の増加と需給のミスマッチ 
●プラント数の増加に伴い，人員増加，特に保　 全関連の人材は増加 
     保守の体系化が必要 
● 新規原子力プラントの減少に伴い，開発関連の研究者・設計技術者が減少 
　人材維持に努めているが，継続的な研究開発 
    プロジェクトが必要 
● 安全研究に開発要素を含めた上で，メーカー・ 大学に資金提供必要 
●基盤技術関連の人材は手薄，特に若手研究者の育成が必要 
●基盤研究者や教育者の評価システムが必要 
    規格基準業務支援が必要 

表４　インタビュー結果から得られた主要課題



以上のまとめとして，今後の人材基盤の確

保にあたって実施すべき対策について表５の

とおり提言する。
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図５　人材需給に関する現状と課題

表５　人材基盤確保のための対策に関する提言

●原子力に興味をもってもらうための活動 
・ニーズの発信 
・交互交流システム 

対　策 具体的内容（例） 

原子力業界としての長期的人材 
要求の明確化（ロードマップ） 

大学の基礎体力の増強 

原子力業界での技術継承 
 

原子力業界の人材の流動化 
（キャリアパスの多様化） 

原子力以外の分野との交流・ 
連携 

●ロードマップの提示 
－将来を見渡す全体像の提示－ 
　「原子力は社会を支え，地球環境を守る基幹技術」  
・次世代軽水炉・高速増殖炉・第４世代原子炉開発 
・リプレース計画 
・海外展開戦略 
・エネルギー・地球環境問題における原子力の役割 
● 技術課題の明確化 
・成熟技術の必要性の提示：構造，材料，溶接 等 
・新たな研究課題の摘出と提示：高経年化，高燃焼度化 

●実験施設の計画的リプレース 
●人材育成 
・教育機能充実 
・学生の人間力と専門力の強化 
・研究者の研究能力と応用力の育成 
・キャリアパスの提示 

●知識，データ，ノウハウの蓄積 
●シニア技術者の活用 
●研究システムの見直し 
●独自のマイスター制度 等 

●技術士，原子力関連資格保有者の活用 
●人材交流システムの設定 
●人材要求の情報発信と交流の場の設定 
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１．はじめに

消防庁ではこれまで，原子力施設等（原子

炉施設，核燃料施設，放射性同位元素等取扱

施設等）における火災等の発生時に，消防機

関が安全かつ的確な消防活動を実施するため

の「原子力施設等における消防活動対策マニ

ュアル」や「原子力施設等における消防活動

対策ハンドブック」等を作成している。これ

らを参考に，各地の消防機関では消防活動計

画を策定し，原子力施設等の特殊性を考慮し

た火災等に対応し得る体制等を整備している。

また，原子力事業者（以下，事業者という。）

においても，消防計画等で活動計画を策定し，

対応体制等を整備している。

しかし，近年発生した火災等において，通

報の遅れ，情報の錯綜等，消防機関と事業者

との連携に関する課題が散見されている。こ

のため，消防庁では，「消防機関と原子力事業

者等との連携などに関する検討会」を設置し，

消防機関と事業者との連携の現状を調査し，

円滑な連携についてまとめることとした。

本稿では，当財団が平成18年度に消防庁か

ら受託したこの調査・検討の概要について報

告する。

なお，今回の調査・検討は，原子力発電所

を対象に，原子力災害対策特別措置法が適用

されない火災等の発生という想定で実施して

いる。

２．連携の現状に係る調査

原子力発電所所在地域の消防機関（14消防

本部）と事業者（17事業所）の協力を得て，

消防活動に係る連携の現状調査を実施した。

現状調査は，アンケート調査（31カ所）及び

現地情報交換会（３カ所）により実施した。

アンケート調査は，連携の基本となる協定モ

デルを基に実施した。アンケートの回収率は

93%（31カ所中29カ所から回答）であった。

現地情報交換会は，先のアンケート調査結果

のほか，連携を図る上での重要事項や課題と

考える事項を中心に，意見・情報の交換を実

施した。

なお，アンケート調査結果の内容は，次項

以降に部分的な引用をしているが，詳細につ

いては参考文献１を参照されたい。

３．円滑な連携に係る検討

アンケート調査及び現地情報交換会の結果

を踏まえ，消防機関と事業者との円滑な連携

について，

・Plan（実効性のある活動計画の策定）

・Do（計画に沿った実施）

・Check（活動実績の評価）

・Act（評価結果に基づいた改善）

というPDCAサイクル（図１参照）に展開し，

次項以降のようにとりまとめた。

［調査研究報告］

消防機関と原子力事業者等との円滑な連携について
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４．Plan（実効性のある活動計画の策定）

原子力発電所において，火災等の発生時に，

確実な被ばく管理及び二次汚染の防止を図りつ

つ，安全かつ的確な消防活動を展開するために

は，消防機関と事業者との円滑な連携が不可欠

である。このためには，消防機関及び事業者双

方で実効性のある活動計画の策定が必要であ

る。これらについては，事業者は消防法に基づ

く消防計画等で，消防機関は警防計画等で定め

ることになるが，それぞれについて具体的な計

画となるよう双方で協議し策定しておく必要が

ある。

Planの主な項目を表１に示す。ここでは，

この内の，（１）通報に関する事項，（２）先

着消防隊に関する事項，（９）事前調査等に関

する事項 について紹介する。

［通報に関する事項］

原子力発電所において火災等が発生した場

合には，事業者は消火及び延焼の防止等に努

めるとともに，直ちに消防機関にその旨の通

報を行う必要がある。この通報を出発点とし

て消防活動が開始されることになることから，

事業者の迅速・的確な通報が求められる。

事業者においては，通報体制・要領等を定

めるとともに，「通報手順を社員に配布してい

る。」，「通報連絡当番を指名している。」等の

工夫をしているが，消防機関からは，「発災か

らの通報に時間を要する。」「消防活動に必要

な情報を正確に通報してほしい。」との回答が

ある等，火災等が発生した場合の通報体制・

要領等が十分と考えていない消防機関もある。

このような消防機関にあっては，通報体制・

要領等に関する計画の再確認，見直し等を行

うことが必要と考える。

また，迅速・的確な通報を行うためには，自

動火災報知設備の発報等火災の疑いのある事象

が発生した段階での通報連絡等について，双方

で取り決めておくことや，消防機関から回答の
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 （1） 通報に関する事項    
 （2） 先着消防隊に関する事項 
 （3） 消防機関の現場指揮本部設置に関する事項 
 （4） 事業者対策本部及び消防現場指揮本部設置に関する事項 
 （5） 役割分担に関する事項 
 （6） 放射線防護対策に関する事項 
 （7） 資機材に関する事項 
 （8） 活動計画を定める際の協議 
 （9） 事前調査等に関する事項 
（10） 協定（覚書） 
（11） その他 

表１　Planの主な項目

PlanAct

Check Do

評価結果に基づ 
いた改善 

実効性ある活動 
計画の策定 

（活動実績の評価） （計画に沿った実施） 

図１　消防活動の継続的な改善プロセス（PDCAサイクル）



あった「事業者では通報メモを，消防機関では

覚知専用用紙を設け，通報と受信の手順が一致

するようにしている。」等を参考として，事前

に通報内容等に関して必要な項目を網羅した様

式を作成するとともに，その運用を定めておく

ことも１つの方策と考える。この様式に基づき

通報を行う場合は，正確さを期すあまり通報に

遅れが出ないよう，把握できた項目から随時通

報すること等を徹底することも重要である。通

報様式で定める項目例を表２に示す。

なお，消防機関から，「夜間・休日等の通報

体制等に不安を感じており，検討が必要。」と

の回答もあり，事業者及び消防機関双方で十

分な協議を行うとともに，その体制・要領等

を周知しておくことが必要である。この夜

間・休日等の対応体制・要領に関する計画の

協議等の必要性については，以降の先着消防

隊，消防現場指揮本部，事業者対策本部・消

防現場指揮本部が設置された場合の体制等に

も言えることである。

［先着消防隊に関する事項］

事業者においては，先着消防隊の指揮者等

への情報伝達，誘導等の対応要領等を定めて

いるが，消防機関からは，「正確な情報伝達が

出来ないため，施設担当者に誘導・助言して

ほしい。」，「現場の状況を把握した者が情報伝

達等に当たってほしい。」との回答があった。

現場に先着した消防隊の指揮者等は，火災

等の拡大防止及び隊員の安全確保等を図るた

め，早期に事故の概要，放射線量率等の正確

な情報を収集する必要があるが，必ずしも先

着消防隊への事業者の対応が十分ではない場

合もある。また，原子力発電所は，広大な敷

地に多数の建屋が存在するため，火災等の状

況及び発生場所等によっては，先着消防隊へ

の事業者の対応が難しくなることも考えられ

ることから，先着消防隊に対する情報伝達等

の体制・対応要領に関する計画の再確認，見

直し等を行うことが必要と考える。

なお，消防機関からは，「夜間・休日の対応

マニュアルが必要。」，「合同訓練を行った結果，

誘導員が確保できなかったため，誘導員を増員

した。」との回答もあり，夜間・休日等におい

て限られた人員で先着消防隊に対する対応を円

滑に行うためには，消防機関，事業者双方で協

議を行った上で，マニュアル等において対応要

領を定めておくことも有効であると考える。

また，先着消防隊への情報提供等は，現場及

び放射線に関する知識を有する施設関係者が行

う必要があるが，このような施設関係者の特定

に先着消防隊が苦慮することも考えられるた

め，情報提供等を行う施設関係者を特定する方

策等について協議しておくことも必要である。
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 （1） 発生時刻 
 （2） 火災等の種別（火災，爆発，放射性物質（放射線）の漏えい，その他） 
 （3） 要救助者数と被ばく及び汚染の有無 
 （4） 火災等の場所（施設名） 
 （5） 消防隊等が向かう事業者の構内の入口名または施設名及び誘導者名 
 （6） 消防活動を行う際の被ばく及び汚染のおそれの有無 
 （7） 燃焼物及び火災等の状況 
 （8） 管理区域の内外及び管理区域への延焼危険の有無 
 （9） 放射線量率の程度 
（10）放射性物質の拡散危険の有無 
（11）既に実施した防護措置及び消火等の状況 
（12）消防用設備等の配置状況及び使用状況　 
（13）消防隊が使用可能な測定機器 
（14）消防活動に影響を及ぼす事項 
（15）通報者の氏名・所属・電話番号 
（16）地域の実情等に応じ必要な事項 

表２　通報様式で定める項目の例



［事前調査等に関する事項］

消防活動等に必要な情報及び資料等について

は，事業者からの提供が必要である。事業者は

従来から，この消防活動等に必要な資料等の提

供を行っているが，消防機関からは，「施設の

完成時にのみ入手した。」，「変更等があった場

合には入手できていない。」との回答もあった。

火災等の発生時における消防隊の活動が円滑

に実施され被害を最小限にとどめるために，消

防機関は活動内容や方針等を定めた警防計画

（活動計画）を策定する必要があり，警防計画

の策定及び見直し等に当たっては，事業者から

の資料等の提供が不可欠である。このため，資

料等の提供が十分ではないと考えている消防機

関にあっては，必要な資料等の入手に努める必

要があり，この例を表３に示す。

消防活動等に必要な資料等については，新

築工事や変更工事等が行われた場合の提供の

他，提供されている資料等の確認を定期的に

行うことも必要である。

また，警防計画は約９割の消防機関で策定

しているが，「事業者が多いため詳細に出来て

いない。」と回答した消防機関もあったことか

ら，警防計画を策定していない消防機関及び

詳細にできていない消防機関にあっては早期

に作成する必要がある。

なお，改修工事や定期点検等の際には，施

設への立入者が増加するとともに，可燃性物

品等が搬入される等，通常時に比べ消防活動

の困難性が増すことになる。このため，事業

者は，可燃性物品等の保管場所及び管理方法

等について，消防機関と必要な協議を行うと

ともに，消防活動等に必要な資料等の提供を

行う等適切な対応を図る必要がある。

また，現状調査の結果から，消火方法（放

水禁止場所がある場合はその範囲等）の情報

提供も必要である。
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（注：活動計画の再確認，見直しには，夜間・休日等の対応を含む） 

Planの項目 主な反映事項 

1. 体制・対応要領等の計画全般の再確認，見直し 
2. 自動火災報知設備発報等の，火災の疑い段階での通報連絡要領 
3. 通報に必要な項目を網羅した様式の事前作成とその運用 
4. 通報遅れが出ないよう，把握できた項目から随時通報 

１．通報に関する事項 

２．先着消防隊に関する事項 1. 情報伝達体制・対応要領等の計画全般の再確認，見直し 
2. 現場及び放射線に関する知識を有する施設関係者による情報提供要領 

1. 消防現場指揮本部の協力体制等の計画全般の再確認，見直し 
2. 消防機関，事業者双方の連絡窓口及び連絡要員の明確化 

３．消防機関の現場指揮本部設置に 
　　関する事項 

４．事業者対策本部及び消防 
　　現場指揮本部設置に関する事項 

1. 相互協力体制等の計画全般の再確認，見直し 
2. 県・市町村・警察等の相互協力体制 

1. 消防機関及び事業者間の役割分担 
2. 原子力防災組織が設置された場合の，自衛消防隊との有機的な関連付け 
1. 情報提供・助言体制等の計画全般の再確認，見直し 
2. 管理区域内負圧管理に異常が生じた場合(可能性がある場合)の情報伝達体制 
 1. 貸出用資機材の整備状況の把握  
2. 使用方法等の理解，取扱訓練 
3. 貸出用資機材の将来的課題への検討 
 1. 協議を通した活動計画のすり合わせと内容の相互理解 
 
 

５．役割分担に関する事項 

６．放射線防護対策に関する事項 

７．資機材に関する事項 
 

８．活動計画を定める際の協議 

９．事前調査等に関する事項 1. 新築・変更工事の資料等の提供，提供済み資料等の定期的な確認 
2. 警防計画の策定や詳細化 

10．協定（覚書） 1. 連携に必要な基本事項を定めた協定（覚書）の早期締結 
11．その他 1. 柏崎刈羽原子力発電所OSART調査（H16年11月）改善推奨事項の確認と，活動計画への反映 

2. 廃止措置段階にある原子炉の，解体進行に応じた再確認，見直し 

表４　Planに反映すべき主な事項

（ 1） 対象物概要表 
 （2） 施設別使用物質一覧 
 （3） 付近見取り図 
 （4） 構造設備図 
 （5） 消防用設備等位置図 
 （6） 断面図又は立面図 
 （7） 空調関係系統図（負圧管理を含む）　 
 （8） 消防水利図 
 （9） 放射性物質の飛散を招くおそれの有無 
（10）感電を招くおそれの有無 
（11）防火区画・防炎区画 　 
　等  

表３　必要な資料等の例



以上，本稿では，紙面の都合から，Planの

うちの（１）通報に関する事項，（２）先着消

防隊に関する事項，（９）事前調査等に関する

事項，について記載した。なお，これらを含

めたPlan全体の主な項目と，それぞれに反映

すべき主な事項を表４に簡略化してまとめた。

各事項の詳細は参考文献１を参照されたい。

５．Do（計画に沿った実施）

消防機関と事業者の合同訓練は概ね１～２

回／年の頻度で，管理区域内からの出火等を

想定して行われているとの回答であったが，

「合同訓練は実施していない。」，「国，県主導

の原子力災害を対象とした訓練であり，火災

を想定した訓練はなおざりにされていた。」と

の回答もあった。

消防機関と事業者が合同で行う訓練は，活

動計画の実効性を確認するとともに，消防活

動に従事する者の火災等発生時の対応要領等

の習熟にもつながるため，消防機関と事業者

の合同訓練を実施していない地域，また，原

子力災害を対象とした合同訓練であった地域

は，火災等の発生を想定した合同訓練を早期

に実施する必要がある。

また，「訓練を年１回以上実施する必要があ

る。マニュアル等がある場合には，これに沿

った行動が出来るか否かの訓練が必要。」との

回答もあり，このことから，活動計画を策定

するだけではなく，合同訓練を定期的に実施

し，計画通りの活動ができるか等を検証して

おく必要がある。

合同訓練にあたっては，対応人員の少ない

夜間・休日等や構造が複雑な建屋内(放射線管

理区域内)からの出火を想定した訓練，過去の

火災事例等を参考とした訓練等，実際の活動

に即した訓練とするとともに，訓練を形骸化

させないために，実施ごとに出火場所，被害

等の訓練想定を変える等の工夫をすることも

必要である。

このほか，合同訓練のみならず単独で行っ

た訓練における活動の記録を作成し，訓練計

画の改善に活用する等も有効な方策である。

なお，自動火災報知設備の発報等の異常を

確認した段階から，火災確認，通報，初期消

火等についての目標時間を設定する等，訓練

の目標を具体的に設定することも実効性のあ

る訓練とするためには望ましい。

６．Check（活動実績の評価）

（１）査察（立入検査）について　

消防機関において，頻度はまちまちである

が査察を実施している。

また，「範囲が限定的である。」，「高レベル

区域への立ち入りは困難である。」との回答が

ある。一方「高レベル区域全てに立ち入るこ

とが出来ないということではない。」との回答

もある。

査察は，建屋の維持管理状況等に関する評

価及び評価結果に基づく改善等の予防行政上

の必要性のみならず，建屋の実態を把握する

ことにより消防活動を容易にする等の消防活

動上の必要性もあることから，定期的に実施

する必要がある。

また，査察の範囲を限定することなく建屋全

体について実施する必要があるが，高レベル区

域等の立ち入ることが困難な区域や，大規模か

つ複雑な構造の建屋も多数存在することから，

事業者と円滑に査察を実施するための方策等に

ついて協議を行うことも必要である。

なお，被ばく防止等の観点から，査察の難

しい高レベル区域等において，査察の実施を

延伸する場合については，事業者から防火管

理状況等の説明や図面の提出等を受け，その

管理状況等を確認することも必要である。

（２）定期協議について

約８割の消防機関及び事業者において定期

協議を実施している。

消防機関及び事業者が連携して円滑な消防

活動を行うためには，定期的にそれぞれ策定
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している活動計画の実効性に関する評価や，

合同で行った訓練の評価を行うとともに，課

題等があった場合にはその改善策等を策定す

る必要があることから，定期協議を実施して

いない地域にあっては，早期に定期協議を実

施する必要がある。

また，「消防訓練後に反省会とあわせ協議を

実施しているが，協力会社の従業員の方が多

い。」，「消防機関から講師を招いての防火講演

会の実施。」との回答があったが，定期協議の

実効性を担保するためには，それぞれ責任のあ

る立場の者の参加や，双方の連携を図るために

必要な事項を協議の議題にすることも必要であ

る。

定期協議については，合同訓練，立入検査

実施後や人事異動等の機会を捉えての開催が

考えられる。特に合同訓練直後を捉えての開

催は，ホットなタイミングで訓練の評価を行

うことができるとともに，消防機関，事業者

双方の訓練参加者等に訓練実施時の課題等を

印象づけることにも有効である。

この合同訓練の評価にあたっては，訓練の

目標を具体的に確認できるよう，訓練目標と

セットで評価項目を作成することが望まれる

とともに，評価結果を整理・分析し，新たに

抽出された課題等については，双方で誰が・

何を・いつまでに改善計画を作成及び措置す

るのか等を確認するといったPDCAサイクルに

沿った訓練の継続的な実施が必要である。

なお，消防機関及び事業者で行う協議につ

いては，定期の開催にこだわることなく，火

災等が発生した場合や活動計画の変更を伴う

ような増築及び用途変更が行われた場合に開

催する等，時機を逸することなく行うことも

必要である。

定期協議以外にも，消防機関，事業者双方

の有する知識等に関する研修等の交流を行い，

消防機関と事業者双方の原子力発電所におけ

る火災への認識の向上につなげていくことも

必要である。
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７．Act（評価結果に基づいた改善）

約８割の事業者で消防機関が出動した火災

等が発生しており，その際の，事業者の初動

体制，誘導，情報伝達等で課題が出ている。

これらの課題については，それぞれの案件ご

とに，適宜改善が実施されているところであ

る。このように火災等を踏まえた課題の改善

は，同じことを繰り返さないためにも必要で

ある。

定期協議において合同訓練等の評価及び評

価結果に基づく改善策を策定し，消防機関，

事業者双方の活動計画に反映する等により，

円滑な連携を図る上での課題等に関する改善

を継続して行う必要がある。

また，火災発生や合同訓練等の結果を踏ま

えた課題や改善策等について，事業者，消防

機関，それぞれの相互間等において情報提供

や意見交換を行うこと等も，更なる活動計画

の充実を図り円滑に連携を行うための１つの

方策であると考える。

８．おわりに

円滑な連携を行うためには，継続的な改善プ

ロセスに基づき，消防機関と事業者双方が協議

した上で実効性のある活動計画（Plan）を定め，

この計画に沿って活動を実施（Do）し，その

活動実績に関する評価（Check）及び評価の結

果に基づき改善すべき事項を改善（Act）し，

次につなげていく行為が必要である。

さらに，消防機関または事業者からの一方

的な情報提供となることなく，日頃からの情

報交換等を密にすることで，互いの顔が見え

る信頼関係を築いていくことが大切である。

このような信頼関係を築くことにより，PDCA

のサイクルも円滑に展開されることになり，

より良い連携体制を築き上げることができる

ものと思われる。

今回は，原子力発電所を対象に，消防活動

に係る連携の現状を調査し，とりまとめたも



のであるが，原子力発電所以外の原子力施設

等においても，同様に実効性のある消防活動

が展開できるように取り組み，地域の安心・

安全の確保に向けて，より円滑な連携体制の

構築が図られることを望むものである。

また，本調査・検討（平成18年度下期実施）

後の平成19年７月に中越沖地震が発生し，こ

の際の消防活動（通報連絡，自衛消防など）

に対していくつかの改善が検討されている。

これらの改善を，本調査・検討結果と組合せ

ることで，更なる円滑な連携に展開されるこ

とを願う。

最後に，本調査・検討にあたってご指導・

ご協力を頂いた，消防庁，原子力安全・保安

院，検討会委員，地元消防機関，原子力事業

者に深く感謝の意を表する。

― 33 ―

参考文献

（1）消防機関と原子力事業者等との円滑な連携について

（消防機関と原子力事業者等との連携などに関する検

討会，平成19年3月）

（2）ＩＡＥＡ（国際原子力機関）ＯＳＡＲＴ（運転安全

調査団）の評価結果について，（東京電力株式会杜柏崎

刈羽原子力発電所，平成17年6月)

（3）発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針

（原子力安全委員会）

（4）発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指

針（原子力安全委員会）

（5）JEAG4607-1999 原子力発電所の火災防護指針(日本電

気協会)

（6）JIS Q9001:2000 品質マネジメントシステム－要求事項

（日本規格協会）

第30巻 第３号（2007）



［調査研究報告］

原子力安全と科学技術社会論

１. はじめに

本研究のきっかけは，例えば原子力安全・

保安院の幹部（審議官クラス以上）が，１年

間に自治体を訪問する件数がこの数年100件以

上に及んでいるが，原子力安全・保安院の行

動規範には科学的・合理的な判断があり，科

学合理的に行動すべき規制当局がどこまで社

会に出て行くべきか，という素朴な疑問を持

っているところに在る。一方で，規制当局は，

社会と円滑なコミュニケーションを図り，信

頼される安全行政を実現するべきであるとい

う考え方もある。この相反する考え方からあ

るべき姿を模索するには，科学的・合理的な

判断と社会的合理性の関係を見極めること，

技術的リスクと社会的リスクの両者を含めて

リスクマネジメント，リスクベネフィットの

トレードオフの問題として捉えること，が重

要であると考えられる。

このような背景から，本研究の目的は，諸外

国における社会技術論的な手法（その中でも特

に，科学技術社会論に着目），リスク論的手法

を用いた先行事例を踏まえつつ，規制当局が社

会に対応していく際の取るべきスタンスや行動

計画を策定する際に参考となる資料を提供する

ことにある。さらに，これを取り巻く環境因子

としてのマスコミや事業者との関係，また政

治・経済的な問題の影響なども考慮することが

必要である。その方法として，科学技術社会論

の専門家やメディア関係者などによるラウンド

テーブル形式での自由な討論により，課題や対

応方針を抽出することとした。

以下に，様々な調査の結果のまとめと，ラ

ウンドテーブル形式で議論した結果をまとめ

るとともに，今後の課題を示す。

２．調査結果のまとめ

（１）国際的な規制の考え方

原子力の規制に関して国際的に議論した例

として，2002年頃から継続的に実施されてい

る経済協力開発機構／原子力機関（OECD/

NEA）による規制関係者の国際会議がある。

この会議では，次に示すようなテーマでリス

クコミュニケーションの話題が議論されてい

る（1）～（3）。

これらの会議報告のコンセンサスは，これか

らの規制は以前にもまして国民のためにあると

いう姿勢を示すように変えていくべきだ，であ

る。規制が信頼に足る存在であるためには，そ

の理念，考え方，内容，規制担当者の専門性な

どをよく知ってもらう努力が必要である。規制

側がもっと国民の側に立って，国民との対話，

しかも定期的な対話だけではなくリクエストが

あったときに対話しましょう，それは双方向で

あるべき，そういう姿勢が大事である，と述べ

ている。例えば高レベル廃棄物処理処分では，
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プロジェクトの詳細が決まってから規制が関与

するのではなく，プロジェクトの最初から参加

して，国民のために安全をどうすれば良いかに

ついて関与していくことが大事だ，と結論付け

ている。

一般的に，大衆の信頼は，規制当局の実績

そして担当者のモラルと価値感への理解に基

づく。信頼を構築するために大切な規制当局

の特性は以下のとおりとされている。

これらの特性は，組織の信頼性を確立する

際に最低限必要なものである。

（２）科学技術社会論（STS）における社会的

合理性の考え方

STSは，英語のScience, Technology and

SocietyあるいはScience and Technology Studies

の略で，日本語ではSTSを「科学技術と社会」

あるいは「科学技術社会論」と呼ぶ（4）～（8）。

昨今の科学技術をめぐる構造は，従来の枠

組みに依拠していては解けないものが増えて

きている。利害関係者が多様で，市民も賛成

派と反対派にわかれ，かつ一国の中の加害

者－被害者図式の枠には収まりきれず，国境

を越え，他国との外交が関係する。例えば，

深刻化する地球環境問題，加速度的に進行す

る情報化，高度化する先端医療と生命への技

術的操作など，科学・技術と社会の界面で，

様々な問題が生じている。

このように，科学に問うことはできるが，

科学だけでは答えられない問題があり，その

ため２種類の合意，即ち専門家集団の合意と

社会の合意とが要請される図１に示すような

トランス・サイエンスの問題が指摘されてい

る（9）。

このような状況で，これら問題群に対して学

問的な見取り図を与えることが，社会の差し迫

ったニーズとして認識されている。今日の科学

技術が巨大な営みとして，産業，政治，行政，

教育，医療など社会の多様なセクターと密接な

関わりを取り結んでいる以上，この「新たな関

係」の構築のためには，人文・社会系の学問か

ら，理学・工学・医学などの自然系の諸科学に

またがるトランス・ディシプリナリーな研究を

新たに組織化することが不可欠であり，これが

科学技術社会論であると言われている。

科学技術社会論では，多様な利害調整を，

パブリックの参加する場に開き，専門家と市

民と行政と企業とが，そのセクターの枠を超

えて，諸外国との関係も考慮しながら話し合

う必要性が生じているとされている。多様な

利害関係者で構成される公共空間において，

それらのガバナンスによって問題を解決し，

意思決定をすることが求められている。すな

わち，図２に示すリスクガバナンスのモデル

によれば，科学合理的なリスク評価を実施す

るには，その前に社会的フレーミングを定め

ることが前提となっている（9）。

藤垣によると，科学的合理性と社会的合理性と

予防原則の関係は，以下のように整理できる（10）。

大きく２つの課題があり，それぞれに２種類の

過誤が存在する。その例を表１に示す。因みに

統計学では，第１種の過誤とは「無いのに在る」

とする誤りであり，その逆に第２種の過誤とは

「在るのに無い」とする誤りである。
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●開放性：情報提供，質問に答える姿勢，大衆と 
　議論すること，それを維持することが重要 
●明確性，透明性：コミットしたことを分かりや 
　すく伝える 
●説明責任：大衆にいつでも行動と決定した内容 
　を証明できる準備 
●独立性：産業界と独立していることの分かりや 
　すい提示 
●適格性：法的なものと能力がある 
　　法的：権限が国家的により認知されている 
　　能力：スタッフのレベルと情報入手源の適切 
　　　　  さが大衆に認知されている 
●対話と相互作用：開放的な文化，学習する組織，
　活発で協調的な態度 

図１　トランス・サイエンスの課題の位置付け
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多様な利害関係者が係る社会的合理性を担

保する方法として，以下の項目が提言されて

いるが，当事者が考える科学的合理性とは全

く異なる原理から成り立っていることは明ら

かである。

●意思決定に必要な情報の開示

●意思決定のための選択肢の多様性を保障

●多様な利害関係者の参加の原則が守られる

●各利害関係者の「代表性」の担保

●議論過程の透明性の担保

●意思決定にいたる手続きの明確化

３．ラウンドテーブル研究会の議論のまとめ

（１） 規制対応のあり方

規制のあり方とその社会的な対応のあり方に

ついて，2006年度の後半に８名の専門家（大

学‐公共政策，技術社会，事業者，新聞記者な

ど）によりラウンドテーブル形式で５回にわた

り自由に討論した。またその中では４名の専門

家の講演（大学‐科学技術社会論，地方自治体，

住民，放送記者）も設定し，講演者も含めて議

論を深めた。この議論から研究会から摘出され

た，リスク関連の社会的意思決定に寄与する規

制当局の対応のあり方に関する主要な論点を，

以下に整理し，また図３にまとめた。

規制のあり方の根本姿勢については，次の

３点が指摘された。

① 原子力安全・保安院の行動規範として，「強

い使命感，科学的・合理的な判断，業務執行

の透明性，中立性・公正性」の４つを挙げて

いるが，それに基づき規制の妥当性，正当性，

合理性をどのように担保していくのかが課題。
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図２　リスクガバナンスのモデル

表１　第１種の過誤，第２種の過誤の例（10）

1.　「科学的に確実な結果を待っていては結果的に後手にまわらないように対策」 
　＝「不確実性下の意思決定における第二種の過誤」防止システム 
　≠ 水俣のケース（危険性が在るのに無いと判断） 
→「先制的予防原則」（原因究明は規制の後でよい） 
　 「危険性証明」の適用＝カナリア型 
→「不確実性下の意思決定における第一種の過誤」の恐れ 
　＝ カイワレO157ケース(危険性が無いのに在ると判断） 
 
2.　「科学者が試行錯誤しているときは，より厳しい基準で安全性判断」 
　＝「不確実性下の意思決定における第一種の過誤」防止システム 
　≠ 薬害エイズのケース（安全性が無いのに在ると判断) 
→「安全性証明」の適用＝ふくろう型 
→「不確実性下の意思決定における第二種の過誤」の恐れ 
　＝ GMOの日本における扱い (安全性が在るのに無いと判断)
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②「原子力の安全確保は，一義的には事業者

の責任である」は正論であるが，しかし国民

は「安全をどう担保するのかというのが国の

規制だ」と思っているのも事実。特に，個々

の事象はともかく，事故や不祥事の連鎖の防

止は国の責任ではないだろうか？また大事故

を起こさないための規制という考え方もある

が，微小な兆候が大事故につながり得る危険

性もあり（ハインリッヒの法則），はたして事

故の重要度が兆候から判断できるのか，と言

う問題もある。

③ 安全安心のレベルには，図４に示すように

２つの妥当性境界がある。１つは，リスクレ

ベルや安全目標と言った規制として考えるべ

き安全基準。もう１つは，国民が望む安全安

心のレベルである。

また，規制と社会的な意思決定の関係の全

体的な論点は，以下の４つがある。

① 原子力をめぐる日本のステークホルダ（利

害関係者）というのはだれか？ステークホルダ

間の関係（規制，推進，事業者，地方自治体，

地域住民，一般大衆）はどうあるべきか？を決

めることが課題である。
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図３　規制当局の対応のあり方に関する主要な論点の整理

図４　社会的意思決定のあり方の整理
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を議論し，それに基づき規制方針を定める，

という手続きが必要。

なお，情報提供のあり方の本質的な課題と

して，公共政策とリスクコミュニケーション

の在り方，また公共政策と報道の関係，さら

には公共政策にかかわる安全の国民理解増進

の意義，をまず明確化する必要性がある。

（２）「科学的合理性と社会的合理性」また

「安全と安心」

以上をさらにまとめると，以下のような検

討項目が浮かび上がってくる。

「技術者は安全を求める一方，一般大衆は

安心を求めている。」とよく言われる。本来は，

“How Safe is Safe Enough”（どのくらい安全な

ら安全か）と言う言葉があるように，Safe

Enoughが安心するレベルに相当し，そこまで

至った対策により実現できたレベルが安全で

ある。すなわち，原義的には全く等価なもの

である。しかし，一般大衆にアンケートを取

ると，安全安心のイメージに優位な差が出て

くる。それは技術そのものではなくそれを維

持管理している人々への信頼感の問題である。

実際に，安全安心のレベルには２つの妥当

性境界があるように見える。１つは，リスク

レベルや安全目標と言った規制として考える

べき安全基準。もう１つは，国民が望む安心

のレベル（図４参照）。この差は，事業者をど

こまで信頼できるかのレベルである。この乖

離を埋める事業者の安全努力と規制側の説明

努力が必要であろう。

科学的合理性と社会的合理性とは異なるもの

であり，また科学的合理性に基づくのが安全で

社会的合理性に基づくのが安心と一対一に対応

するものでもない。例えば，安全目標は科学的

合理性と社会的合理性との折衷案であり，安全

委員だけで決めるものでも国民だけで決めるも

のでもない。またその決定過程の実態も，各種

のステークホルダの利害関係の妥協として決ま

ったものであり，理想的な社会的意思決定プロ
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② 多様な利害関係者で構成される公共空間に

おいて，それらのガバナンスによって問題を

解決し意思決定する事が，社会的意思決定と

考えられている。ではその社会的意思決定の

当事者とは果たして誰なのであろうか？ステ

ークホルダ全員であろうか？国民も含まれる

のか？反対派を入れるべきか，モニタ程度に

は参加させるべきか？どのような公共空間を

設定するのであろうか？の明確化が必要。

③ パブリックインボルブメント（大衆参加）の

あり方を事前に決めておくことが必要。具体的

には，原子力分野でよく見られる地域協定や住

民投票の意味を考えるべきである。

④ 社会的合理性や様々な主体の主張を，規制

行政に反映するための枠組み作りが必要。

このうち，特に推進と規制の観点からは，

以下のような４つの指摘がある。

① 規制当局の役割は，国民の代理として，開

発推進の安全性をチェックすること（国民へ

のサービス）であり，そのためプロジェクト

の最初から関与し，市民の安全を確保するた

めに地域社会と協力し合うべきである。

② 推進と規制というのが車の両輪で，いつで

も必ず対峙していないといけない。当然，協

力すべき場面もありえる。

③ 原子力政策，特に核燃料サイクルは，国策民

営になっているが，国の方針が分かりづらい。

原子力委員会と原子力安全委員会，文科省と経

済産業省（資源エネルギー庁と原子力安全・保

安院）がお互いに協力しながら方針を整理し役

割分担を決めていくことが，国民に対して信頼

感を得ることになる。

④ 推進側が原子力のベネフィットを国民に提

示し，国民はそれを受けて受容できるリスク

季報エネルギー総合工学



セスとは言えないであろう。

原子力規制当局に対する国民の信頼は，技

術力，規制の独立性そして十分な人的資源に

匹敵するほど重要であるが，現実には通常の

業務とコストとの関係で国民サービス（国民

への説明や対話）をどこまでできるかを考え

ざるを得ない。要は，質的にも量的にも適正

な資源配分の問題である。

（３）規制対応のあるべきイメージ

リスク関連の社会的意思決定に寄与する規

制当局のあり方についてのイメージを検討す

ると，以下のように整理できる。
● 規制のスタンスは不変で不偏

● 社会的合理性に対する理解と科学的合理

性の普及の両立

●安全安心のためのリスク概念による議論

●推進側，地域，メディアとの連携を促進

●説明責任は果たす努力

●対話能力を高める訓練

●規制のあるべき姿を議論する場を継続

４．今後の課題

まず，規制のあるべき姿を探求すると言う

大きな課題がある。その具体的な分析対象は

以下の３点が挙げられる。

① 国策民営の方針と，推進（エネルギーセキュ

リティ）と規制（安全）と事業者との関係の

整理

② 国策民営の方針と，国と地域と大衆参加との

関係の整理

③ 規制の社会への働きかけの是非，スタンス，

方法論の整理

これ以外に，規制を取り巻く様々なステー

クホルダの分析も規制の立場を考える上で有

益であろう。そのステークホルダ分析として，

反対派の位置付けの分析（立場により様々な

思惑の相違がある），メディア特性（例えば，

原子力の事象に対しセンセーショナルな記事

を書く傾向）の分析などがあり，また柏崎地

域の会（賛成，中立，反対が参加）や福島情
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報会議（賛成，中立が参加）のような具体的

な地域の活動例を分析（自治体との関係も含

む） することが挙げられる。また，様々なレ

ベルの安全安心の尺度などを比較分析するこ

とも，規制に対する姿勢を考える上で有益で

あろう。

以上の課題から，今後検討すべきテーマを

まとめてみると以下のようになる。
●国策と，規制と地域と大衆参加との関係を整

理する。特に柏崎地域の会や，福島情報会議

のような具体的な活動を例として，MOX導

入や事故時の対応などの具体事例を対象とし

て，規制や自治体との関係も含み分析する。

●安全目標を例として，英国，米国，日本の社

会的意思決定のプロセスを比較検討し，社会

的合理性の意味を考察する。

● 一般的な安全安心の尺度，技術一般に対す

る安全安心の尺度，原子力に対する安全安

心の尺度，原子力としての安全安心の尺度，

報道の考える安全安心の尺度，の尺度を比

較分析し，またステークホルダによる安全

安心の尺度に相違があるときの情報公開

（事故報告）の相場観を分析する。これらの

分析から，原子力業界の文化の実態とあり

方を考察する。
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１．はじめに

エネルギーセキュリティーや地球温暖化対

策として水素エネルギーに注目が集まってい

る。水素エネルギー社会の中核は，従来の内

燃機関自動車に代わる燃料電池自動車（FCV）

と水素供給インフラであり，これを構築する

ために産官学に渡る長期的・戦略的な取り組

みが進められている。

新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）は水素エネルギー社会構築に必要な

広範囲の技術開発を極めて戦略的に主導して

きた。水素安全利用等基盤技術開発事業はそ

の１つである。本稿では，譛エネルギー総合

工学研究所が本事業の調査研究として取り組

んできた水素インフラ整備シナリオ検討につ

いて報告する。

２．水素供給インフラとその導入目標

図１は水素・燃料電池実証プロジェクト

（JHFC）で進められている水素ステーション

（水素ST）の１つである。多様な水素の製造・

供給パスの技術実証を行うため，2007年８月

末現在，首都圏・中部・関西圏で合計12の水

素STが運営中である。図２に水素の製造・供

給パスの代表例を示す。水素STは，オンサイ

ト型，オフサイト型に分類される。オンサイ

ト型は水素STにて水素を化石燃料から改質製

造するか，水電解等により製造する。オフサ

イト型は，集中して大規模に水素を製造しト

レーラー等で水素STに水素を輸送し供給する。

［調査研究報告］

水素供給インフラ整備のシナリオ
－水素供給の価格分析と技術課題－
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プロジェクト試験研究部　副部長　主管研究員

中　村　恒　明

図１　水素ステーションと燃料電池車
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図２　水素の製造・供給パスの代表例



オフサイト水素源としてはいわゆる副生水素

が主流になると言われている。FCVへの水素

供給は高圧圧縮水素によるものが主流である。

図３にFCV，水素STの普及台数・基数，水

素供給コストの推移イメージを示す。資源エ

ネルギー庁は，FCV／水素STの導入目標を次

のように設定している。

2007年時点で走行中のFCVが100台弱と言わ

れている実状を勘案すれば，上記の導入目標

は極めてチャレンジングである。水素供給コ

ストは，本格普及期においてガソリン自動車

と同等の燃費となるべく，40円/㎡台（揮発油

税分除く）を目標としており，また，当面の

ターゲットは100円/㎡台である。

３．本格普及期の水素供給コストと低減策

（１）オンサイト型水素ST

図４に水素供給コスト算出例を示す。水素供

給パスとしては，図２に示したパスである。定

格水素製造・供給能力500Nｍ3/hのガソリンス

タンド併設型水素STを仮定した。これで普通

乗用車クラスのFCVに10～20台／時程度供給で

きる。普及期として，上記2020年目標値である，

水素ST：1,500カ所，FCV：500万台を仮定した。

その時点での建設費は，現在の初号機の建設費

を基に量産効果によるコストダウンを予測して
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図３　水素インフラ普及イメージ

2010年 

2020年 

2030年 

５万台 500カ所 

500万台 3,500カ所 

1,500万台 8,500カ所 

FCV 水素ST

（2007年８月現在） 
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図４　水素供給コスト（オンサイト水素ST）



求めた。量産効果によって建設費は約60%に低

減し，その分水素コストに占める建設費割合

（償却負担）が減る。人件費・土地賃料は規制

見直しによる保安要員の減少を考慮したことに

よる。水素STの稼働率は普及期では85%（13時

間/日営業時間中の設備稼働率）としている。

この結果，普及期のオンサイト都市ガス改質の

水素供給コストは55円/Nｍ3-H2程度と予測され

た。アルカリ水電解の場合は，変動費のうち水

電解用の電力コストが大きく（想定電力単価：

13円/kWh），水素供給コストを大幅に押し上げ

てしまう。電力コストを３分の１以下にまで低

減することが必要である。なお，水素STはFCV

の普及に先行して建設されるので，その稼働率

は普及初期には低いと予想される。量産化によ

るコストダウン効果が無く，さらに稼働率が低

い場合は，水素供給コストは300円/Nｍ3-H2

（稼働率：15%）を超えることを覚悟する必要

がある。

（２）オフサイト型水素ST

表１にオフサイト型の水素ステーションか

らの水素供給コスト算出例を示す。オフサイ

ト水素STとしては，オフサイトの水素製造コ

ストと輸送コストの合計コストで水素を仕入

れ，水素STでのコスト（固定費負担＋変動費）

を上乗せしたコストが水素供給コストである。

副生水素の製造コストについては様々な数字

が公開されているので範囲で示した。水素ST

での水素供給コストは，３つの副生水素でほ

ぼ同じで，60±５円/ｍ3-H2程度となった．

オンサイト型都市ガス改質，オフサイト型

副生水素のいずれにしても，水素供給コスト

に占める固定費（建設費＋土地賃料・人件費）

の割合が大きくコストの60％程度を占める。

このことは，水素供給コストが設備の稼働率

に大きく影響を受けることを示している。政

府の水素供給コスト目標である40円/ｍ3-H2台

を安定的に目指すには，固定費償却費負担の

低減が極めて重要であることが推察される。

（３）水素供給コストの低減

ここまでの水素供給コスト算出では，我が

国のガソリンスタンド（SS）の平均的営業時

間である13時間/日を前提としてきた。一方，

最近はガソリンスタンドの集約化・大型化が

進みつつあり24時間営業も普通である。そこ

で，最近の大型24時間営業のSS並の水素STを

仮定して水素供給コストを算出したのが表２

である。例えば，供給能力500Nｍ3/hの水素ST

を，大型化24時間営業化し供給能力1,000Nｍ
3/hの水素STにすると，水素供給コストは，55

円/Nｍ3-H2程度から10円以上減り，40円/Nｍ3-

H2台半ばになる。また，水素STの稼働率を上
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表１　水素供給コスト（オフサイト水素ST）

季報エネルギー総合工学

表２　大型水素STの水素供給コスト



げる方策として，図５に示す様に，水素STか

ら水素駆動型定置式燃料電池に水素を併給す

るモデルも検討した。この場合も，水素供給

コストは，40円/Nｍ3-H2台半ばになる。水素

STの大型24時間営業化，定置用燃料電池への

併給モデルいずれも水素STの稼働率を飛躍的

に向上させる点では同じ効果がある。水素エ

ネルギー社会の普及期においては，大規模な

水素STを中核に，FCVへの水素供給と周囲の

住戸に水素を併給する「水素コミュニティー」

を構築することも一考に値しよう。

４．黎明期の水素STモデル

これまで進められてきたJHFCⅠ・Ⅱは技術

実証のフェーズであり，この次には社会実証

と呼ばれるフェーズが必要であると言われて

いる（図３）。社会実証フェーズは本格的な普

及の前段として，水素STやFCVが社会に受け

入れられるための実証であり，例えば，全国

で水素ST：100～300カ所，FCV：１～３万台

程度の普及が必要と言われている。また，普

及初期の水素STは既存のガソリンスタンド

（SS）や圧縮天然ガスステーション（CNGST）

に併設することが立地面や経済面で好ましい

とされている。

そこで，既存のSS，CNGSTについてサンプ

ル調査を行い，水素STを併設することができ

るかどうか調査を行った。水素ST併設には

様々な要件があるが，ここでは，最も制限が

厳しいと思われる，敷地面積と建築基準法の

用途地域規制を縛りとしSSとCNGSTを類型化

した。図６に結果を示す。建築基準法の用途

地域制限とは危険物の貯蔵に関する規制であ

る。現状，準工業地域や工業地域においては

標準的な規模（供給能力：300～500 Nｍ3/h）

の水素STが建設可能であるが，いわゆる商業

地や住居地域においては，小型（供給能力：

50～100 Nｍ3/h）の水素STしか建設ができな

い。なお，いわゆる住居専用地域においては

貯蔵ができないので水素STの建設はできない。

既存のSS，CNGSTの敷地面積としては，500

㎡あれば水素STに転用可能，また，1000㎡程

度あれば水素STの併設が可能であると言われ
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図５　水素STから定置用燃料電池への水素供給モデル
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図６　　ガソリンスタンド（SS）と天然ガスステーション（CNGST）の類型化



ている。サンプル調査による考察では，首都

圏で100カ所（全国で300カ所）程度の水素ST

は，小型のSTを含めれば，今でも既存のSS・

CNGSTに併設建設可能と推測される。一方，

本格普及期に必要な数（例えば3,500カ所）の

標準的水素STを，既存のSS・CNGSTに併設す

るのは，現状困難と結論できる。

図７，８にそれぞれSS，CNGSTに水素ST

（300Nｍ3/h）を併設した概念設計図を示す。SS

併設の場合はオフサイト型水素STを，CNGST

併設の場合は天然ガス改質オンサイト型水素

STを併設している。共に敷地面積は1,100㎡程

度ある比較的大型のSS，CNGSTである。水素

STを併設するには，既存設備の廃止・移設等

や追加の敷地が必要となる場合もあろう。しか

しながら図６に示したように，全国で300程度

の水素STであれば，このように多少無理をす

れば既設SS，CNGSTに併設が可能である。一

方，本格普及のためには，水素STのさらなる

コンパクト化が必要であると判断できる。

社会実証フェーズを５年行うとして，全国

で毎年60カ所程度の水素STを建設することに

なる。水素ST１カ所で平均3億円程度の建設費

が必要であり，年間200億円弱の投資になろう。

水素供給コストとしては図４に示したように，

稼働率が低く割高になると予測される。価格

競合力を担保するには建設費相当分について

何らかの補助策が必要と思われる。

５．水素製造・供給に関わる技術課題

水素供給価格を低減し経済性を高めるため

に必要となる技術開発課題を整理した。代表

的な水素製造・供給パスについて，プロセス

毎のコスト構造やエネルギー効率を算出した。

コスト削減，効率向上に大きなインパクトが

あると思われるプロセス，設備・装置項目を

抽出し，技術開発の方向性を明確にした。

（１）オンサイト水素供給

図９にコスト構造，効率を示す。水素製造

の固定費，変動費（人件費除く）のウェイト

が高い。また，エネルギー効率としては改質

操作において大きなロスを生じている。従っ

て技術開発課題としては表３に示すように，

改質・電解効率の向上や改質・電解装置の低

コスト化が重要課題である。これには，例え

ば，高効率メンブレン型リフォーマーや高温
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図７　SSに併設した水素SS（オフサイト）の設計例

図８　CNGSTに併設した水素SS（オンサイト）の設計例



動作PEM電解システム，高圧水素発生システ

ムの開発が必要となろう。水電解製造につい

ては，再生可能エネルギー由来電力を用いる

など，製造する水素に別の観点から付加価値

を付けることも必要である。図10にバイオマ

スや太陽光由来の水素製造技術をまとめて示

す。長期的には水素を高効率に直接発生する

技術開発が期待される。
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（２）オフサイト水素供給

［高圧水素輸送／高圧水素供給］

図11にコスト構造，効率を示す。コスト負

担の大きいのは輸送の部分である。圧縮水素

のトレーラーによる輸送は極めて輸送効率が

悪く，20トントレーラーで一度に250kg程度

（20MPa圧縮）しか水素を輸送できない。従っ

て水素単価への固定費負担が大きくなる。

図９　オンサイト　高圧水素供給のコスト構造，効率

第30巻 第３号（2007）

表３　オンサイト製造供給の技術課題

図10 バイオマス・太陽光由来水素製造の技術開発



［液体水素輸送／高圧水素供給］

図12にコスト構造，効率を示す。コスト負

担の大きいのは液化の部分である。コスト的

には，液化に関わる固定費，変動費の割合が

大きい。液化効率は通常75%程度と言われて

おり，効率的にも液化がボトルネックになっ

ている。

［ケミカルハイドライド輸送／高圧水素供給］

図13にコスト構造，効率を示す。水素化，

脱水素化それぞれに装置が必要であり，コス

ト負担の大きいのは水素化の固定費負担部分

と脱水素化の変動費負担部分である。特に脱

水素化は吸熱反応なので，ここでのエネルギ
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ー効率低下がボトルネックである。

図14にオフサイト製造供給の技術課題をま

とめて示す。高圧輸送では，複合材料を用い

た軽量容器の開発が待たれる。液体水素輸送

では，高効率な液化が期待できる磁気冷凍技

術の開発が待たれる。また，ケミカルハイド

ライド輸送では，ケミカルハイドライド媒体

の探索，脱水素反応の高効率化技術が必要で

ある。

なお，オンサイト，オフサイトともに土木

工事費が水素供給コストに占める割合はかな

り大きい。保安等の規制見直し等による敷地

面積の縮小等が必要である。

図12 オフサイト　液水輸送・高圧水素供給のコスト構造，効率
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図11 オフサイト　高圧輸送・高圧水素供給のコスト構造，効率



６．おわりに

水素インフラの構築には長期的な取り組み

が必要である。JHFCプロジェクトを初めとす

る先進的な取り組みによって技術的には水素

を供給することが実証されてきた。一方，実

用レベルで水素を供給するにはコストダウン，

効率向上に向けたさらなる取り組みが必要で

ある。これには，地に足のついた地道な取り

組みをしっかりと行いつつも，革新的な技術

開発にもチャレンジする必要があろう。また

水素の安全を始めとする社会的受容性を向上

させる取り組みも重要であり，益々多面的か

つ戦略的な取り組みが必要とされる。

なお，水素供給価格の算出には前提条件等

の設定が重要であり，その詳細については参

考文献を参考にされたい。
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図13 オフサイト　ケミカルハイドライド輸送・高圧水素供給のコスト構造，効率

図14 オフサイト製造・供給の技術課題
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［調査研究報告］

車載水素貯蔵材の動向

まえがき

燃料電池車の実用化を果たすためのクリテ

ィカルな技術課題は，性能・耐久性要求を満

足させたままでの燃料電池スタックのコスト

低下，車載水素貯蔵，再生可能エネルギー資

源からの低コストでの大量の水素製造の３つ

に絞られつつある｡車載水素貯蔵の要求レベ

ル，車載水素貯蔵法の種類と取り組み現状，

車載水素貯蔵材の現状とその一環としての水

素貯蔵に関する水素国際共同研究での取り組

み結果，車載水素貯蔵材の今後を紹介する。
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１．車載水素貯蔵の変遷

燃料を帯同する輸送システムとして成熟し

たレベルにあるガソリンエンジン自動車

（ICEV：Internal Combustion Engine Vehicle），

特に乗用車では，１回数分で50褄程度のガソ

リンを給油して，500km以上の距離を移動で

きる。固体高分子型燃料電池（PEFC）を搭載

する燃料電池自動車（FCV：Fuel Cell Vehicle）

の乗用車においても，同じような機能を果た

すことが期待されている。ところで，表１に

示すように，タンクのガソリンは，質量エネ

表１　ガソリンと水素，バイオ燃料の比較
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ルギー密度10kWh/kg，体積エネルギー密度９

kWh/褄以上を有しているのに対し，燃料電池

の燃料である水素は，容器を含まない物質と

しての重量エネルギー密度こそ33kWh/kgとガ

ソリンより大きいが，仮に35MPaに圧縮して

も，体積エネルギー密度は，0.8kWh/褄とその

10分の１以下である。

FCVの早期実用化を可能と考え，自動車メ

ーカー間のFCV開発競争が激化していった

1997～2001年頃は，自動車向けの水素供給イ

ンフラが現存していないことを重視して，液

体燃料であるメタノールやガソリンタンクを

搭載し，車上で水蒸気改質反応等により水素

に転換してPEFCに供給する方式も試みられ

た。この場合には，水素そのもののタンクを

搭載しないので体積エネルギー密度が小さい

ことは問題にならない。しかしながら，これ

らの燃料を車上で水素に転換する反応装置

（リフォーマ）は，水蒸気改質反応以外にシフ

ト反応・CO成分除去（１ppm以下）反応を行

わせねばならず，小型化学プラント的な装置

となって重量・体積とも車載装置としては大

きすぎ，また起動時間が長かったために採用

されなくなった。米国エネルギー省（DOE）

でも，始動時間30秒以内等の目標達成は困難

として，2004年８月に車載リフォーマのDOE

資金による開発は断念している（1）。
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そこで，FCV用には，そのまま車載PEFCに

供給できる純度の数気圧の水素を，高温での反

応無しに発生・供給できるような方式で，

500km以上の走行距離を確保できる量を，同等

の距離の走行に必要なガソリン貯蔵（ICEVの

燃費が10km/褄なら50褄。容器を含めた重量で

は，約45kg）と同等の質量・体積で貯蔵できる

ことが求められることになった。例えば，

DOEは，車載水素貯蔵システムの質量貯蔵密

度・体積貯蔵密度等への要求条件を表２のよ

うに設定している。

なお，FCVのガソリン等価燃費（ガソリン

燃料１褄と同等の燃焼熱の燃料あたりの走行

距離（km/l.g.e））は，ICEVのそれの３倍弱

（「水素・燃料電池実証プロジェクト」（JHFC）

の平成17年度総合効率検討結果では平均値と

して2.3倍，トップランナーでは3.0倍，また，

DOEの2005年のレビューでは2.4倍としてい

る）であるので，燃費の改善効果を考慮する

とガソリン等価の容器込みの水素貯蔵体積エ

ネルギー密度は，2.9kWh/褄で良いことになる。

また，FCVの等価燃費が３倍良いことをベー

スに，500km走行に必要な水素量としておお

むね５kgの水素が必要とされた。（水素１kgの

燃焼熱は，3.6褄のガソリンに等しいので，

100km/kg-H2，28km/l.g.eと想定することにな

る。）

表２　車載水素貯蔵システムへの要求条件



2003年夏頃，DOEでは水素エネルギー社会

実現のための水素・燃料電池プログラム推進

に対する見直しを外部機関（NAE－NRCや，

米国物理学会）に依頼し，その提言（2）（3）と

それに基づく取り組みの方向を2004年５月の

レビュー会議（DOE Hydrogen-Fuel Cell &

Infrastructure Technology Program, Annual Merit

Review and Evaluation Meeting）で発表した。

現状の技術改良的な取り組みを進めていくだ

けでは目標達成が困難な技術的課題として次

の３つを取り上げ，このためには，基礎に戻

った革新的な研究・技術開発が必要とした。

●（FCV向け）燃料電池スタックのコスト低下

● 実用車載水素貯蔵

●（再生可能エネルギー資源からの）低コスト

での大量水素製造

この中で，車載水素貯蔵については，2004年

よりGrand Challengeと称して５年間で１億5,000

万ドルを投入し，潜在的に小型軽量で水素貯蔵

が可能となりうる，「新規の金属ハイドライド」，

「無機・有機のケミカルハイドライド」，「ナノ

炭素系材料」について，それぞれ３つのセンタ

ーを設けて推進することなどが発表された。

日本でも，ブレークスルーが必要な水素の

製造，貯蔵，輸送，安全性確保等に関する技

術課題に対して，海外の研究機関と共同で研

究を行うとの，新エネルギー・産業技術総合

総合開発機構（NEDO）水素国際共同研究プ

ロジェクトが2004年12月１日より開始された。

この中では水素貯蔵のテーマが，2004年が11

採択テーマ中５テーマ，2005年が12採択テー

マ中８テーマと，水素貯蔵技術に重点化した

取り組みが行われている。

２．開発FCVに使用されている車載水素貯

蔵法と取り組み現状（4）

水素タンクから純水素を発生・供給する水

素貯蔵方法として表３に示すものがある（5）。

これらの中で，実際の開発FCVに使用された

という観点からの主な水素貯蔵方法としては，

高圧水素，液体水素，水素吸蔵合金，および

高圧水素と水素吸蔵合金の組み合わせがあげ

られる。おのおのの貯蔵方法の特徴・課題は

次のとおりである．

［高圧水素］

水素を圧縮して高圧水素タンクに貯蔵する方
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表３　純水素を発生・供給する水素貯蔵方法
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法である。図１に高圧水素タンクの容量と重量

とを，液体水素タンクと比較して示す。車載高

圧水素タンクは，その軽量化のために，金属

（Al）ライナをFRP（カーボン繊維，次いで表

面の防護を兼ねたガラス繊維とで強化したプラ

スチック）でフルラップ巻きにしたタンク

（Type３）と，樹脂ライナをFRPで同様にフル

ラップ巻きにしたタンク（Type４）の２種類が

主流となっている。貯蔵圧力は35MPaの場合が

多いが，70MPa対応の水素タンクもタンクメー

カー各社から発表されている。

水素ステーションでは，水素を圧縮器で昇

圧し，これを蓄圧器に貯蔵し，これからディ

スペンサーを介して，車載水素タンクに充填

する。車載水素タンクに水素を充填するため

に，蓄圧器の水素貯蔵圧は，少々高い40MPa

あるいは80MPaが必要になる。

高圧水素貯蔵は現在，大多数の自動車会社

が採用している方法であり，現時点では実用

性が最も高い。しかし，単位体積当たりの貯

蔵エネルギー密度が低く，体積がかさばる欠

点がある。改善方法の１つとして，さらなる

高圧化が考えられるが，高圧条件下では水素

の特性は理想気体法則に従わなくなるため，

同一容積の下で35MPaから70MPaに貯蔵圧力

を昇圧しても，貯蔵量は約1.6倍程度にしか増

加せず，高圧化だけでは大幅な体積貯蔵密度

向上は難しい。また，軽量タンクのフルラッ

プに使われるカーボン繊維は，高強度なもの

が必要とされ，その製造プロセス上の制約も

あって軽量水素タンクのコストは高い。

日本では，2003年度から2004年度にかけて，

６法律28項目についてのFCV普及のための法

律および規制の再点検が行われた。この中で，

遣路運送車両法でのFCV技術基準および高圧

ガス保安法でのFCV用圧縮水素容器の技術基

準が，2005年３月末に公布・施行された。こ

れにより，高圧水素貯蔵容器を有するFCVは

世界で初めてガソリン車と同じ手続きにより

認定が得られるようになった。

［液体水素］

水素を液化して液体水素タンクに貯蔵する

方法である。液体水素の沸点は－252.9℃と極

低温のため，多重に真空断熱された特殊容器

に収納される。液体水素貯蔵は，質量貯蔵密

度は最も高く，また体積貯蔵密度も高くて，

貯蔵装置を小型化できる利点がある。一方，

現状の技術では極低温を長時間保つことが難

しく，使用せずに放置しておくと，車載タン

クの規模では数％/dayの割合で水素が気化し

散逸していくボイルオフ現象が避けられない

（但し，ボイルオフによる散逸量は，貯蔵タン

クの表面積／体積に依存し，25m3程度の液体

水素貯蔵タンクでは，0.1%/day以下となる）。

液体水素を用いた水素貯蔵技術の実用化のた
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図１　高圧水素タンクの容量と重量（4）



の遇程で反応に伴う熱の出入りがあり，その

ため大きな熱交換器が必要となり，このこと

と，水素吸蔵合金粉末の充填率が30～50%と

小さいこととから，合金そのものの理論必要

体積は40褄強であっても，容器としては，150

～200褄程度になるなど，システムが複雑にな

る間題点も残っている。

FCVの試作車にも，トヨタ「FCEV」（1996

年），ホンダ「FCX－V1」（1999年），トヨタ

「FCHV－3」（2001年）らで，水素貯蔵合金水

素貯蔵方式が用いられた。

水素吸蔵合金のみならず水素貯蔵材料での

水素吸放出の挙動は，水素圧力組成等温線図

（PCT図）（図２）で表わされる。これは，水

素吸蔵量，ある温度での水素平衡圧力（PH2-e）

などが一目でわかる図である。水素吸蔵合金

の場合，既に水素と反応した水素化物といま

だ反応していない合金の２相がともに存在

（２相共存）する領域では，Gibbsの相律によ

り，自由度が１となって，水素吸蔵量が増減

しても変化しない水素平衡圧を示す。

水素吸蔵合金と水素との反応は，2-1式で表

される。

この反応（水素放出方向）の反応のエンタル
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めには，ボイルオフ抑制が１つの大きな課題

となる。また，液体水素を，貯蔵タンクから

車載タンクに移充填する際，充填パスの低温

化のために液体水素のかなりの量（数%～20%）

が一気に失われる（フラッシング）のをいか

に防ぐかも課題となっている。

［水素吸蔵合金］（6）

金扇が水素を取り込む現象を積極的に水素

貯蔵に用いたものが水素吸蔵合金である．水

素吸蔵合金には，LaNi5に代表される，水素吸

蔵量が１mass％強の希土類系AB5型合金（A：

La，Ce等希土類元素，B：Ni, Co, Mn, A1等，

Ni-MH蓄電池の水素極に採用されている），チ

タン，マンガンなどの遷移元素を合金をべ一

スとし，水素吸蔵量が２mass％弱のAB2型ラ

ーベス相合金（A：Ti，Zr等，B：V，Mn，Cr

等），TiFe 等Tiを主成分として，水素吸蔵量が

1.8mass％のAB型合金等の種類がある（注：ケ

ミカルハイドライドでは，ABは，Ammonia

Borane NH3-BH3のこと）。さらに，1990年代

半ばに秋葉と射場によって発見されたTi-Mn-V

系合金（6）に始まるbcc構造合金は，２～３

mass％と従来型合金の2倍程度という高い質量

水素密度を示した。その後，室温付近で水素

吸放出可能なTi－Cr－V系，V－T－Cr系およ

びTi－Cr－Mo系bcc合金に発展した。

これらの合金は，常温・常圧付近で水素の

吸放出を行うことができる。水素吸蔵合金の

中では，水素は金属の結晶格子間に規則的に

配置され，単位体積あたりの水素原子密度は

おおむね90kg-H2／m3以上と，液体水素の場合

（70.8kg-H2／m3）よりも高い体積貯蔵密度を

実現することができる。

一方，水素吸蔵含金は遷移元素を用いてい

るために重く，水素の質量貯蔵密度としては

２mass%程度であり，そのままでは車載に適

さない欠点がある。例えば，これらの従来型

水素吸蔵合金で５kgの水素を貯蔵しようとす

ると，約250kgの合金を必要とし，容器を含め

た総重量は数百kgになる。また水素吸蔵放出

図２　水素圧力組成等温線図（PCT図）
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M1＋H2＝MH2　　　　（2-1） 



ピー変化（ΔH）とエントロピー変化（ΔS）は，

上述の水素平衡圧と2-2式の関係が成立する。

いくつかの温度でのPCT図より得たPH2-eと

（2-2式）からΔHを求められる。室温で作動す

る水素吸蔵合金の脱水素反応のエンタルピー変

化は30～40kJ／mol-H2（吸熱）程度である。

［高圧水素吸蔵システム］

実規模の貯蔵タンクで検討されている水素貯

蔵技術の１つとして，高圧水素吸蔵システムが

ある。これは，軽量の高圧水素タンクの中に熱

交換器と水素吸蔵材料を収納し，従来の同容量

の高圧水素タンクに比べ水素貯蔵量を向上させ

たものである。この「ハイブリッド容器」が

質量水素密度の低下を抑えつつ水素貯蔵容器

のコンパクト化を進めるのに有効であること

は，栗山，竹市らによってシミュレーション

検討と共に示された（7）。ここでは，Type３型

高圧タンクと水素吸蔵合金を組み合わせて，

水素吸蔵合金による貯蔵量と内部空隙の圧縮

水素の和重量５kgとなる水素を充填するハイ

ブリッドタンク方式について検討している

（図３）。これから，比重５g／cm3，水素吸蔵
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能力３質量％の高容量水素吸蔵合金が開発さ

れれば，圧力35MPaで，合金粉末充填率X＝

40％でタンク総重量約180kg，体積90褄まで，

小型軽量化が可能となることが示された。

これらと独立に，トヨタは，水素吸蔵量

1.9mass％のラーベス相合金を用いて「高圧水

素吸蔵合金容器」を試作し，外容積：180褄，

重量：420kg（合金300kg）の容器において

35MPaまで水素を充填することによって水素

貯蔵量：7.3kgおよび５分間での充填率80％を

実現した。このシステム概要を図４に示す（8）。

このように高圧水素吸蔵システムは，従来の

高圧水素タンクよりも単位体積当たりの貯蔵量

が多く，常圧の吸蔵合金よりも軽量という利点

を有するが，実用化にあたってはさらなる軽量

化などが課題として残されている。

図４　高圧型タンクシステム概要図

図３　ハイブリッド貯蔵における貯蔵水素量のシミュレーション

第30巻 第３号（2007）

RTlnPH2-e = -ΔH＋TΔS　　（2-2） 
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３．水素吸蔵合金以外の固（液）体水素　

貯蔵材料の開発現状

［分類と水素貯蔵密度の概要］（9）（10）

軽元素と水素の化学的結合で水素を含む無

機・有機の化合物は，潜在的に高い水素貯蔵

能を有する。これらの材料の，潜在的な（物

質の化学式と，物質の密度から計算される理

論的な）水素貯蔵密度（質量貯蔵密度と体積

貯蔵密度）を図５に示す。

これらの水素貯蔵材は，大きく分けて，化

学結合で水素を含有する無機系材料と有機系

材料，カーボンナノチューブ（SWCNT）のチ

ューブ間のナノボアへの水素保有等，物理吸

着で水素を吸蔵する材料がある。

無機系には，軽元素の金属水素化物（金属ハ

イドライドLiH, NaH, MgH2）と，Al，B，Cお

よびNに代表される元素のまわりに共有結合に

より高密度に水素を配位した集合体アニオン

（（AlH4）
-，（BH4）

-，（CH3）
-，（NH2）

-など）

とカチオン金属（Li，Na，Mg，Ca）とのイオ

ン性結晶である無機錯体化合物（無機ケミカル

ハイドライド）－NaAlH4（ナトリウムアラネ

ート），LiBH4（リチウムボロハイドライド）

等と，無機錯体化合物の一種であるが，窒素系

水素貯蔵材とも称される，LiNH2（リチウムア

ミド）等のアミド（NH2
-）・イミド（NH-）化

合物と，H2O（水），AlH3，NH3，NH3-BH3

（アンモニアボラン）等の分子化合物とがある。

有機系には，CH4（メタン，加圧して液体）

等ハイドロカーボン（HC），CH3OH（メタノー

ル）等単純な有機分子以外に，ベンゼン

（C6H6）とシクロヘキサン（C12H12）のように，

C12H12 ⇄ C6H6+3H2の反応で可逆的に水素を吸

放出し，常温では液体で存在する有機ケミカル

ハイドライドがある。

これらの材料は，単独のあるいは組み合わせ

ての熱分解反応により，あるいは，ボロハイド

ライドと水との加水分解（Hydrolysis）や，ア

ンモニアと金属ハイドライドとのアンモノリシ

ス，同様にメタノリシス等のように２種の水素

含有物質の反応により水素を発生する。

もう１つの水素貯蔵材の分類として，車載

貯蔵タンクに水素含有化合物を収納したまま

熱分解等で水素を発生し（吸熱反応），逆に水

素高圧下かつタンクの耐熱温度以下で水素を

吸蔵して元に戻せる（発熱反応）「可逆型（オ

ンボード再生型）」，加水分解等で水素を発生

し（発熱反応），発生後の生成物を車外に取り

出して再生する（吸熱反応）「非加逆型（オフ

ボード再生型）」がある。「可逆型」は，水素

供給インフラとしては高圧水素貯蔵と同様に

図５　水素貯蔵材料の潜在的水素貯蔵密度

季報エネルギー総合工学



なり，また，水素発生が吸熱反応であると，

事故で水素漏洩しても温度が下がって自然に

放出されにくくなるので，水素貯蔵の安全性

が高いとの特長を有する。

無機系水素貯蔵材料は，遷移金属が主要な

構成元素である水素吸蔵合金の多くが１～３

mass％なのに対して，５～20mass％と理論質

量水素密度は高い。一方，金属結晶の格子閻

に水素原子として水素が保持される水素吸蔵

合金の場合に比べて体積水素密度は低く，

AlH3（149kg-H2／m3）のように水素吸蔵合金

を 超 え る も の も あ る が ， 通 常 液 体 水 素

（70.8kg-H2／m3）程度となる。

単一物質の熱分解で水素放出する水素含有

物質は，水素放出反応でより不安定になる吸

熱反応（ΔHが正）の「可逆型」であること

が多いが，往々にして反応速度が遅くて100℃

～400℃と高温でなければ生起しない場合が多

い。また，水素放出反応温度が高いと車載

PEFCの排熱が利用できなくなって，燃料の一

部を燃焼させて水素発生させる必要が生じ，

水素発生のエネルギー効率が大幅に（80%以

下に）低下する。なお，このような単一物質

の熱分解反応での水素放出は，水素吸蔵合金

の場合と同等に扱うことができ，不安定性の

程度を示す水素放出反応のエンタルピー変化

ΔHがわかると，逆に水素吸放出の平衡水素

圧・温度が定まることになる。

複数物質を組み合わせで水素放出させる場

合には，「可逆型」・「非可逆型」の双方があ

りうるが，水素貯蔵システムとして６mass%

（DOE2010年目標）を実現するには，単独の水

素貯蔵物質そのものの水素含有率としては，

9mass%程度が必要となる。これに適合のは，

Li，Mgアラネート，ボロハイドライド，軽元

素金属ハイドライドの組合せや，アンモニア

（あるいは軽元素金属アミドやアンモニアボラ

ン）とLiH，ボロハイドライドと水の組み合わ

せにほぼ限定される。
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［アラネート（Al-H系）］

アラネート（A1anate）は，４水素化アルミ

ニウムイオン（A1H4
-）という錯イオンを含む

塩の総称である。アラネートの中で，LiAlH4は

発熱反応を伴って水素を放出し，このため，可

逆的な水素吸放出反応は期待できない。また，

Mg（AlH4）2は多量の水素（9.3 mass%）を吸蔵

するが，再水素化が困難であった（11）｡そうし

た中で，最も集中的な研究がNaAlH4に関して

なされてきた。それは，２mol%程度のTiを触媒

として添加すると，下記の２段階反応の可逆性

が向上して，全体で5.5mass％水素貯蔵材料とし

て利用しうることが見出されたからである（12）。

実際，125℃で５mass％の水素放出量で，５時

間以内に放出を終了し，水素吸蔵は，１時間以

内に４wt％吸蔵するとの報告がある（13）。Ti触

媒添加でこれらの反応が可逆的に進行し気相中

の水素と平衡にある場合には，固相でのNa＋の

移動が必要と考えられるものの，水素吸蔵合金

の場合と同様に，圧カー組成等温線（PCT）に

平衡水素圧領域が現れ，その温度変化からΔH

（水素放出反応のエンタルピー変化）が求めら

れる。

このΔH の値は，車載用水素貯蔵材として

の可能性を有する（ΔS =130 J/mol-H2Kとする

と，第１段階反応（3-1-a式）では，30℃で１

気圧の水素圧で水素を放出し，第２段階反応

（3-1-b式）では，100℃で１気圧の水素圧で水

素を放出すると期待できる）。しかし，現実に

は，反応速度遅いために，特に，3-1-b式の２

段目の反応は，期待どおりの速度では反応は

進行しなかった。

［ボロハイドライド（B-H系）］

還元剤としても利用されている４水素化ホ

ウ素イオン（BH4
-）を含むボロハイドライド

は，高い理論水素含有率から，水素貯蔵材料

としても注目されるようになった。このボロ

ハイドライドは，水と組み合わせた加水分解
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3NaAlH4 　　Na3AlH6　+ 2Al + 3H2　（3.7 mass%） 　（3-1-a） 　ΔH =37kJ/mol-H2 

Na3AlH6 　　3NaH + Al + 3/2H2  　　  （1.9 mass%）　　　（3-1-b） 　ΔH =45kJ/mol-H2

→ ← 
→ ← 



（水和反応）による水素放出（発生）と，熱分

解による水素発生の双方が検討されている。

加水分解による水素発生は3-2式によって進

む発熱反応であって，理論的に10mass%以上の

水素含有率となる。実際には，濃厚アルカリ水

溶液にNaBH4を溶解し（液体燃料の形態），表

面処理したマグネシゥム系水素化物の表面でこ

の水素発生反応を促進している（14）。

車載水素貯蔵システムとしてこの反応によ

る水素発生を利用するには，生じたNaBO2の

貯蔵タンクからの回収と，NaBH4の濃厚アル

カリ水溶液形態での補給，およびNaBO2のオ

フボードでの再生反応（のコスト低下）をい

かに行うかが課題となる。

日本では工学院大学／水素エネルギー研究

所，豊田中央研究所，海外ではアメリカ・

Mi11emium Ce11社などが，この研究を進めて

いる（15）（16）。

熱分解反応による水素放出反応は次の式で

表される吸熱反応で，2003年，スイス・フリ

ブール大学のZuttelらが注目した（17）。

この反応では，LiHとして水素が固体材中に

残るにも関わらず13.8mass%もの水素が放出さ

れており，水素貯蔵材料としての潜在性は高

い。しかし，ΔH =～70 kJ/molH2は車載用とし

ては大きすぎ，また，3-3式の右方向への反応

は通常548～653Kで進行するのでその低温化

も望まれる。このため，SiO2の添加による不

安定化での水素放出温度の低下なども試みら

れている｡

一方，B―H系そのものの熱力学的な不安定

化を目指した系統的な研究も進んでいる。電

子構造の実験的・理論的解析により，Li BH4

を不安定化して低温で水素を放出させるには，

Liの一部をMgなどの，より電気陰性度の大き

な元素で部分置換して，陽イオンとBH4
-陰イ

オンとのイオン結合性を弱めることが効果的

であることが見いだされた（18）（19）。

アミド／窒素系（N-H系）

LiNH2（リチウムアミド）からの水素放出

反応の報告は1910年代に遡るが，2002年に金

属窒化物／イミドと水素との間に強い親和性

が あ る こ と を ， シ ン ガ ポ ー ル 国 立 大 学

（NUS：National University of Singapore）の

Chenらが報告を行って以降，N－H系の研究が

活発化している（20）。LiNH2では，NaA1H4に

似た3-4式の２段階の水素放出・吸蔵反応によ

って，それぞれの段階で約５mass％の水素を

放出する。ここで，中間相のLi2NHはリチウ

ムイミドと呼ばれる。

窒素系で重要なことは，燃料電池反応の阻害

要因となるアンモニアの，副反応での放出を抑

制することである。3-5式のように，LiNH2だけ

を昇温するとアンモニアが放出される。一方，

Li水素化物は3-6式のようにアンモニアを喰っ

て水素を放出する（21）（22）。

このように，窒素系においては，アンモニ

アと低温でも迅速に反応して（喰って）水素

を放出する第２相との複合化が不可欠であり，

そのために多様なN－H系と軽元素金属ハイド

ライドとの組合せが試されている。その中で，

水素貯蔵量や水素放出温度の観点から，これ

まで最も良好な特性を示したのはMg(NH2)2と
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LiBH4　　 LiH + B + 3/2H2　　　　　（3-3） → ← 
（13.8 mass%）　ΔH =～70kJ/mol-H2

NaBH4＋2H2O　→　NaBO2＋4H2　　（3-2）

LiNH2＋2LiH　　 Li2NH＋LiH＋H2　　Li3N＋2H2　（3-4）→ ← → ← 

LiNH2　→　（1/2）Li2NH＋（1/2）NH3　→　（1/3）Li3N＋（2/3）NH3　　　　　（3-5）

NH3＋LH　→　LiNH2 + H2　　　　（3-6）



LiHとの複合化である。例えば，3-7-a式の反

応では，昇温に伴って最大9.1mass％の水素が

放出される（23）｡

MgはLiに比べ安価であり，またMg(NH2)2は

LiNH2と比較して大気中で安定であることも，

実用化の観点から有用である。このような，

Mg(NH2)2とLiHとの異なる組成比での複合化

の研究がサンディア国立研究所（SNL），NUS，

広島大学，東北大学一豊田中央研究所でほぼ

同時期の2004年に報告されており，各組成比

での反応過程や中間相の原子・電子構造など

についての詳細な研究が進められた（24）。

SNLの報告によると，200℃程度では3-7-b式

に示すように，Mg(NH2)2と２式量のLiHが反

応して２分子のH2とMgLi2(NH)2が生成するま

でしか反応しないとのことである。その際の

水素放出量は5.5ma s s％であり，これが，

Mg(NH2)2-LiH系の限界としている。

窒素系の水素の吸放出反応で，以上のよう

なNH3の発生・吸収が介在するとの解釈に対

し，NUSのChenらのグループは，アミド等を

構成する部分的に正の電荷を有する水素原子

（Hδ+ 部分的なプロトン）と，単純なある

いは錯体のハイドライドを構成する部分的に

負の電荷を有する水素原子（Hδ－部分的な

プロタイド）との強力な相互作用がその源で

あるとの解釈をしている。すなわち，3-8式に

示すようにプロトンとプロタイドとの反応エ

ンタルピー変化は，非常に大きい発熱反応な

ので，部分的な電荷を有する場合にも，局所

的にこれと類似の相互作用が働くとしている。

そこでアミドとハイドライドとを，全水素が

放出されない段階まで，ミリング処理によっ

てナノ複合化すると，両分子間に引力的な相

互作用が働いて，著しく不安定化され，残り

（余り）の水素をアミド単独，ハイドライド単

独の熱分解による水素放出より低温で放出す

ると解釈している。これはハイドライドとア

ンモニアとの反応（アンモノリシス）で水素

を発生することに似ているが，生成する気体

水素と気体状態のアンモニアとの分離のしに

くさを，アンモニアを固体のアミドで置き換

え，また，アンモノリシスそのものは発熱反

応であるが，アンモニアを含有する化合物と

してアミドを利用し，アミドとハイドライド

との反応が，適度な吸熱反応となるように反

応系を調整したものとも言える。

この観点から，アルカリ金属やアルカリ土

類金属の軽金属（Li，Mg，Ca）のアミド（ア

ンモニアも含む）・イミドと，B，Alと水素の

錯体を含む軽元素金属のハイドライドとの組

み合わせの選択により，室温に近い温度，常

圧の水素圧力で６mass%以上の水素吸放出の

可能性を有すると考え，多くの系の常温・ボ

ールミル混合下の水素放出特性が調べられた。

この一環として，Mg(NH2)：MgH2の混合比

１：２を出発材料とし，ボールミリング中に，

室温付近で3-9式に示す理論量に相当する

7.3wt%の水素を放出し，生成物のほぼ全量が

Mg3N2のみとなること，3-9式の反応の熱力学的

特性は僅かに吸熱的であることを確認した（25）。

この系では，中間的に生成したNH3と反応する

とされるLiHを含んでいないので，水素発生に

は必ずしも中間的なNH3の生成は必要ないとも

言える。

水素放出反応（3-9式）の生成物Mg3N2の水
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Mg（NH2）2＋4LiH　　（1/3）Mg3N2＋（4/3）Li3N＋4H2　　　　   　（3-7-a） → ← 

2LiNH2＋MgH2 → Li2Mg（NH2）2＋2H2 　　Mg（NH2）2＋2LiH　　（3-7-b）→ ← 

H+　＋　H-　→　H2　（ΔH = -18.37eV = -1676kJ/mol-H2）　　　　（3-8） 

Mg（NH2）2＋2MgH2 → Mg3N2＋4H2 　　　　7.4wt.% （3-9） 



素化（水素吸蔵）はほとんど起こらなかった

ので，水素化特性向上の一環として，Mg3N2

へのアルカリ金属化合物の添加の効果を調べ

た。Mg3N2に対してモル比１：４でNaNH2を

加えると，加圧水素下でのボールミリング中

に最も多く，混合物の３mass％強の水素吸蔵

が示された。ただ，これは3-7-b式類似の反応

である（26）。

Mg(NH2)2とLiAlH4のモル比１：１混合物の

ボールミリング中の水素放出挙動が調査され

た。この系では，3-10式に示す反応で８原子

の水素（８H）の放出が想定される。18時間

のボールミリング中に，5.8Hの水素が放出さ

れ，またXRD と 27Al NMR測定によって，ボ

ールミリング中にLi3AlH6が生成され，さらに

Alに配位する元素が，はじめのAlH4からAlN4

に変化するのが観測された。これは，ボール

ミリング中のMg(NH2)2とLiAlH4との相互作用

の直接的な証拠といえる。ボールミリング後

のサンプルに対し，昇温にともなう放出水素

量を測定し，2.1Hが放出された。全体として

7.9H（8.4wt%）が混合物から放出され，（3-10）

の反応がほぼ完全に進むことが確認された。

また，DSC測定により，水素放出反応は，

32.9kJ/mol-H2の吸熱反応であることが分かっ

た。しかし，水素放出後のサンプルに対する

水素吸蔵量測定では1.5wt％相当の水素しか吸

蔵されなかった（26）。

Mg(NH2)2とLi3AlH6 の 1.5：１モル比の混合

物のボールミリング中での水素放出挙動が調

べられた。Li3AlH6 単独の熱分解反応は進みに

くいが，この混合物ではボールミリング中に

３Hに相当する水素が放出され，その後の静

置下400℃までの昇温過程で９H相当の水素が

放出され，あわせて12H相当（8.7wt%）の水

素が放出された。この水素放出済みのサンプ

ルに対して，加圧水素（70ata）下，昇降温と

室温での静置条件で水素吸蔵特性測定を行い，

当初混合物に対して4.5H相当（3.6wt％）の水

素が吸蔵されることが確認された。図６に水

素放出曲線を示す（26）。

4．今後の車載水素貯蔵材

車載水素貯蔵については，車載PEFCへ供給

する水素には，CO濃度１ppm以下と言うよう

な高純度の水素を必要とするため，貯蔵する水

素，あるいは，貯蔵タンクで発生する水素が，

このような高純度であるものに重点を置いて，

実用化に向けて開発が行われてきた。このうち，

高圧水素としての貯蔵では，35MPaや70MPaで

貯蔵できる軽量の高圧容器が開発され，搭載の

認定も取得できて，質量貯蔵密度としては，ほ

ぼ目標を達成している。実際ホンダ・トヨタと

も，一回の充填で500km以上の走行距離が可能

なFCVの試作・実走行実証等を行っている。た

だ，軽量の高圧水素貯蔵タンクには，自動車部

品用としては高価な炭素繊維を用いていてコス

ト高となっている。従って，車載時のレイアウ

トの自由度を上げようとして，現状の大直径の

単一タンク構成をやめて複数タンクを搭載する

のがコスト面でできなくなっていて，タンク搭

載のために荷物室あるいは座席の一部の空間を

犠牲にしている。これに対する取り組みの１つ

がハイブリッド容器である。

一方，水素吸蔵合金以外の固体水素貯蔵にお
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Mg（NH2）2＋LiAlH4　= 　AlN＋LiMgN＋4H2 　8.5wt.% （3-10） 

図６　Mg(NH2)2/Li3AlH6=1.5/1での可逆的水素
貯蔵



いても，水素貯蔵密度が高いと水素充填時の熱

除去が過大であったり，短時間（数分）での水

素充填が不可能であったり，水素放出が容易で

あっても水素放出後生成物からの再生反応に多

大のエネルギーと反応時間が必要であったりし

て，実用に供しうる系は見出されていない。

DOEでは，2004年から５年間でこの分野に１億

5,000万ドル（年3,000万ドル）の多大な資金を

投入して研究開発を行っているが，決定的なも

のが見出されたとは言えない。2007年５月のレ

ビュー会議においては，－20～100℃で水素を

放出し，物質としての水素質量貯蔵密度が６

mass%以上であるのは，AB（アンモニアボラ

ン）のイオン液体溶液，AB/LiNH2の複合系，

AlH3に限定されている（27）。

ところで，貯蔵タンク内では35MPaで存在す

る水素の圧力エネルギーは有効に利用されてい

ない。一方，化石燃料資源の水素源から，FCV

の車載水素タンクに水素ステーションのディス

ペンサーで水素を充填するまでのパスのうち，

水素の純度を上げ，加圧して，輸送・貯蔵する

ためになされた電気的な仕事によるエネルギー

消費は，少なく見ても水素の有する燃焼熱

（3.00kWh/Nm3，LHV）の10%以上となってい

る（28）。発電前の一次エネルギーに戻せば，水

素の燃焼熱の30%程度となる。

このように，水素源から車載水素タンクで

の貯蔵・水素発生に至るパスでのエネルギー

ロスを考慮すると，いわゆる「非可逆型」の

水素貯蔵材についても見直しが必要と思われ

る。特に，常温・常圧（あるいは１MPa程度

の加圧）で液体状態で存在し，その輸送・水

素貯蔵タンクへの充填・水素放出後生成物の

回収が容易で，その再生仕事量がさほど大き

くなければメリットが大きい。水素発生が発

熱反応なら，それと同じ量以上のエネルギー

が再生反応で必要となるので，水素発生反応

の吸熱・発熱量の絶対値が水素発生～再生を

考えたエネルギー消費量を表わす。このよう

な観点で，代表的な車載水素貯蔵候補材を表

４に示す。この中で，特に考慮すべき候補材

は，CO2排出量の少ない再生可能エネルギー

由来の水素源（風力・太陽光からの水電解で

の水素やバイオマス）で，高圧化や高純度化

の仕事が少なく，輸送・充填（さらには回収）

が容易で，水素放出時にCO2を併発しないよ

う な も の で あ る 。 例 え ば ， ア ン モ ニ ア

（ N H 3 ＋ マ イ ク ロ ク ラ ッ キ ン グ 装 置 ，

NH3/LiH＋生成Li3Nの分散・溶解溶媒），有機

ケミカルハイドライド，MgO＋CH3OH＋H2O，

バイオマスそのもの（燃料タンク内で発酵に

より水素発生）（29）等である。ただ，メタンや

メタノールの車上改質は，装置が複雑で重

量・体積とも大きすぎて，一度は採用されな

くなったものなので，コンパクト・軽量・エ

ネルギーロスが少ない水素発生器が必要とな

る。
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表４　水素貯蔵候補材料の水素発生と再生反応の消費エネルギー
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１．はじめに

（１）電力・ガス総合技術開発戦略策定の背景

エネルギー分野の基本的政策課題である，

３E（Energy：エネルギー安定供給の確保，

Environment：環境への適合，Economy：持続

的経済成長への寄与）の同時達成を実現して

いく中で，電力・ガス分野においては，制度

改革の進展等事業を取り巻く環境が大きく変

化している。そうした中で，不確実性・不透

明性の高い将来の経済社会のマクロ環境変化

が電力・ガス事業にもたらしうる影響を考慮

し，３Eの同時達成に必要な技術面での中長期

的視点からの対応策を戦略的に構築していく

ことが求められている。

そのため，当研究所では資源エネルギー庁

からの委託により平成16年度から３年間で，

「電力・ガス総合技術開発戦略」を策定した。

本プロジェクトでは，2030年程度の中長期的

な視点で，社会経済の変化等を的確かつ柔軟

に反映させつつ３Eを同時達成する上での課題

克服に主眼をおき，電力・ガス事業の進んで

いく方向と整合的な「ポートフォリオ的思考」

で技術開発戦略を策定することとなった。

（２）プロジェクトの特徴 ―ポートフォリオ

的技術開発戦略

本調査では従来の技術戦略ではあまり馴染

みのない「ポートフォリオ」という考え方を

取り入れていることが特徴の１つとなってい

る。

本来，「ポートフォリオ」とは「様々な証券

の入った書類鞄」の意味で，資産運用におい

て様々な資産ないし株式銘柄を組み合わせ，

投資を分散させることでリスクを低減する手

法である。これは企業の経営戦略にも応用さ

れ，限られた経営資源を，リスクを低減しつ

つ最も効率的に配分できる事業の組合せを決

定するための分析・管理手法となっている。

本プロジェクトでは「将来の不透明性，不

確実性に対応した厚みのあるポートフォリオ

的技術開発戦略」の策定を目指したが，上記

の手法を技術戦略の策定に応用したものであ

る。将来の不透明性，不確実性に留意しつつ，

着実に政策目標を達成していくための技術開

発への資金配分の考え方を示すことで，多様

な将来の展開あるいは想定外の事態の展開に

柔軟に対応し，それに起因するリスクを低減

することに力点を置いた技術戦略と言える。
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シナリオ分析とは異なり，多様な将来展望

の中のどれが基本ケースか，といった問題に

固執することなく，それら様々な事態が起こ

る可能性，起きた場合に当該産業に与えるイ

ンパクト等を考慮して，限られた研究資金を

どのように配分すれば当該産業の政策目的

（エネルギー政策に関していえば３Ｅあるいは

それを展開した諸目標）を的確に達成できる

か，という観点から技術戦略を構築した。

２．電力・ガス総合技術開発戦略策定の

手順

各年度の検討フローは図１に示す通りであ

る。以下で各ステップの説明を行う。

（１）エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の

整理

わが国の少子高齢化の進展，アジア地域に

おける急速な経済発展といった，今後2030年

程度の中長期を展望したときに，現状から継

続的におこりうる，もしくは今後おこると予

想される社会・経済面のマクロ環境を考察し，

安定供給確保，環境への適合，持続的な経済

成長への寄与というエネルギー政策の理念と

照らし合わせて，これらのマクロ環境がどの

ような影響を与えるかを検討し，どのような

対応が必要になるかという観点から，エネル

ギー需給の課題（社会ニーズ）を整理した

（表１参照）。

（２）エネルギー需給の課題（社会ニーズ）を

解決するための技術の整理

（１）で整理したエネルギー需給の課題

（社会ニーズ）を解決していくために，今後エ

ネルギー分野で必要と考えられる技術につい

て次の３つのステップで俯瞰的な整理を行っ

た。

① エネルギー分野に関する技術の抽出

エネルギー資源の井戸元（資源確保）から

需要家（エネルギー消費）までのエネルギ

ー・サプライチェーン上にエネルギー分野に

関連する個別技術を網羅的に抽出した。

なお，この抽出作業では網羅的に整理する

観点から，技術開発要素の有無は，考慮して

いない。また，原子力に関しては，他で精力

的に検討されているため，原則として検討対

象外とした。
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マクロ環境の影響を踏まえたエネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理 

 

エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する技術の検討・整理 

 

エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する個別技術の抽出・整理と 
技術クラスターの構築 

エネルギー需給の課題（社会ニーズ）に対する効用に着目した 
技術パッケージへの再構築 

ポートフォリオ思考を適用した技術開発戦略の策定 

（2030年に向けた電力・ガス分野技術の導入シナリオ及びロードマップの策定） 

１．技術の評価項目の設定 
２．技術の動向調査 
３．技術の位置関係の分析 
４．技術の相対評価 
５．導入シナリオ・ロードマップの策定 

平成16年度 

平成17年度 

平成18年度 

図１　電力・ガス総合技術開発戦略策定のフロー



② エネルギー分野に関する技術の体系化

網羅的に抽出したエネルギー分野に関する

技術を俯瞰するため，井戸元から需要家まで

のエネルギー・サプライチェーン上での位置

付けと活用可能なエネルギーの種類について，

整理し，体系化した。（詳細は省略）

③ 「技術クラスター」という概念での整理

前項での整理・体系化の結果，個別技術の

分類が200以上となったため，技術の特性が同

類なもの等を40個程度の「技術クラスター」

という単位でまとめた（表２参照）。

（３）技術パッケージの構築

（２）で整理した技術が，どのエネルギー

需給の課題（社会ニーズ）の解決に資するか

を明らかにするため，各エネルギー需給の課

題（社会ニーズ）の解決の方向性毎に個別技

術を「技術パッケージ」という解決群に整理

した（図２参照）。

電力･ガス分野の個別技術が，どのエネルギ

ー需給の課題（社会ニーズ）に対応している

かを表３に示す。
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表１　エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理結果

エネルギー需給の課題 

基本的な課題 詳細な課題 

安定供給
の確保 

① 供給面から
　の制約への
　対応に加え
　需要面から
　の制約への 
　対応へ 

・従来の石油依存度の下，中
東依存度低下いった供給面か
らの約への対応のみでなく中
国，インドをはじとするアジ
ア地域等エネルギー需要増大
いう需要面からの制への対応 

多様なエネルギー資源の活用において 
・一次エネルギー供給の絶対量の拡大 
・他国の諸情勢に左右されないわが国独自の
　エネルギー資源を確保 
・価格変動に応じたエネルギー選考へ対応 

・「多様なエネルギー資源の活用」 
　供給途絶リスクの少ないエネルギー
　資源の活用に加えて 
　・「（海外の）未活用資源の活用」 
　・「自給率の向上（国産エネルギー
　　源等の活用）」 

② 水際（国際
　面）リスク
　対応に加え
　国内リスク
　対応へ 

・テロによる設備破壊，社会
　受容性に起因する設備立地
　対応の長期化等の国内にお
　ける安定供給に関わるリス
　ク等への対応，IT技術の浸
　透等に伴う都市機能の高度
　化等から，現状の自然災害
　や事故を想定した安全対策
　の範囲だけでなく，一層強
　靱なエネルギー需給構造へ
　の要請の高まり。 

・世界の需要は増大する一方で，
少子高齢化が進むわが国では 
・エネルギー需要が成熟化 
　するとともに， 
地球環境面の対応や制度改革，
エネルギー価格の高騰とも相
まって， 
・エネルギー需要構造の変化 
・エネルギー供給形態の変貌 
する可能性 

一層強靱なエネルギー需給構造への要請の高
まり等の観点から， 
・国内外の不可避的要因※による大規模影響 
　を緩和し二次災害等を抑制 

※不可避的要因：  
国際情勢に起因する資源供給途絶リスク，
災害・有事，供給設備の一斉停止，国内の
エネルギー供給設備の新増設に関わるリス
ク，従来の想定を超えた記録的な異常気象
等による国内の需要急増リスク等 

・「不可避的要因による大規模影響，
　二次災害等の抑制」 
 
不可避的要因による 
　影響の可能な限りの抑制。影響発生
　後の早期復旧。外部からのエネルギ
　ー供給が途絶えても影響を受けない
　最低限の拠点の確保を可能とする。 

・制度改革や地球環境面の対応等から，エネ
　ルギー供給形態が変貌し，電力・ガスネッ
　トワーク運用者以外の第三者が大量に接続
　された場合，電力・ガスネットワークの供
　給品質や信頼度に影響が出る場合もある。
　よって，第三者接続者と電力・ガスネット
　ワークの調和を図り，更に，エネルギーの
　安定供給の観点から，現状の供給品質・信
　頼度の維持・向上の可能性を検討 

・「第三者接続者と電力・ガスネット
　ワークの調和」 
・「電力・ガス供給（変換）の多様化
　の可能性の検討」 
・「系統電力と分散型電源・電力貯蔵
　設備が調和した電力ネットワークの
　供給品質・信頼度維持，及び向上の
　可能性の検討」 
・「ガスネットワークと分散型ガス発
　生源が調和した供給品質・信頼度維持，
　及び向上の可能性の検討」 

③ 安全・安心
　への要求の
　高まり 
 

④ 将来の不透
　明性不確実
　を視野に 

・需要家の選択を通じた需要構造の多様化の
　結果，国内外のエネルギー安定供給に関わ
　るリスク等による影響が緩和される可能性
　を検討 

・「需給構造の多様化（需要家の選択）    
　の結果リスク等による影響が緩和され  
　る可能性の検討」 

・エネルギー需要成熟化に伴う設備投資サイ
　クルの長期化等の中でも安定供給や資源・
　環境制約への対応を図る手段を確保 

・「既存設備の有効活用（メンテナン
　ス，診断技術）」，「設備更新時の
　高度化機能の付加等の手段・選択肢
　の確保」， 
「技術の継承問題」 

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から
　需要量やエネルギー供給量を減らす 

・「エネルギーの高度有効活用」 
　・「井戸元（資源採取）から需要家
　　（エネルギー消費）までのトータ
　　ルなエネルギー利用効率の向上」 
　・「循環型社会（３Ｒ）への対応」 

環境への
適合 

① 地球環境
　を始めとす
　る地球大で
　の対応 

・中国，インドをはじめとす
　るアジア地域等の世界的な
　CO2排出量の増大に対応した，
　さらなるCO2の削減と経済
　発展を両立する地球大での
　取組 

・経済活動とCO2排出量の連鎖を効果的に断
　ち切る 

・「非化石エネルギーの活用」 

・「CO2の排出量が相対的に少ない化石
　エネルギーの活用」 

・「CO2の分離･回収・隔離」 

・CO2削減の活動の円滑化 ・「需要家の需要形態に応じたベスト 
　ソリューションの提供」 

国際的視点による技術開発 



大分類 中分類 技術クラスター 

転換 
［資源］ 

気体 
液体 
固体 

気体 
液体 
固体 

ガス化 
水素製造 
ボイラ 

ヒートポンプ 
冷凍機 

原子力･熱 

転換 
［供給］ 

気体 

熱 

電気 

燃焼系の
発電関連
の技術 

その他再
生可能エ
ネルギー，
直接発電，
その他 

物質･熱･電気複合 

ガスタービン 
エンジン 
汽力発電 

その他複合発電 
発電機 
廃棄物 

バイオマス 
水力 
風力 
海洋 
地熱 

燃料電池 
熱電素子 

太陽 

原子力 
コプロダクション 

産業 
民生 
電気  

エンジン 
モーター 

照明･ＡＶ等（制御用通信） 
気体（水素） 
液体・固体 

熱 
電気 

気体・液体・固体 
熱 

電気 
気体・液体・固体 

熱 
電気 

気体・液体 
熱 

発電制御 
系統制御 

電力供給制御 
（系統保護・保安） 

計測・監視 
気体・熱・電気 

制御通信 
分離・回収 

隔離 
NOx，SOx処理 

転換 
［利用］ 

熱 

電気 

動力他 

転換 
［変換］ 

輸送 

気体（水素） 
液体・固体 

熱   
電気 

気体，液体，固体 
熱  
電気 

気体，液体，固体 
熱 

電気 
気体，液体 

熱 

貯蔵 

制御 

排出物処理 

調査の対象外とした技術クラスター 

電気 

気体，熱，電気利用 
制御用通信 

CO2
NOx，SOx，灰 

表２　「技術クラスター」単位の整理結果一覧表

図２　エネルギー需給の課題に適合した技術パッケージの整理結果の例

2 
自給率の向上 

1 
国内化石資源の活用 

2 
国内廃棄物・バイオ 
マスの活用 

3 
その他国内再生可能 
エネルギーの活用 

1「国内非在来型天然ガス（メタンハイドレート）活用」技術パッケージ） 

2「国内非在来型天然ガス（コールベットメタン）活用」技術パッケージ 

1「国内廃棄物資源・発電・熱活用」技術パッケージ 

2「国内バイオマス資源（ドライ系）・発電・熱活用」技術パッケージ 

3「国内バイオマス資源（ウェット系）・発電・熱・ガス活用」技術パッケージ 

4「国内バイオマス資源・合成燃料製造活用」技術パッケージ 

5「国内廃棄物・バイオマス資源・水素製造」技術パッケージ 

1「国内再生可能エネルギー・水力発電活用」技術パッケージ 

2「国内再生可能エネルギー・太陽発電･熱活用」技術パッケージ 

3「国内再生可能エネルギー・風力発電活用」技術パッケージ 

4「国内再生可能エネルギー・海洋発エネルギー発電活用」技術パッケージ 

5「国内再生可能エネルギー・地熱発電活用」技術パッケージ 

6「国内再生可能エネルギー・未利用熱利用」技術パッケージ 

7「国内再生可能エネルギー・未利用熱発電活用」技術パッケージ 
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３．電力・ガス総合技術開発戦略（導入

シナリオ，技術ロードマップ）の策定

平成18年度においては，表３で整理された

電力・ガス分野の技術をもとに，ポートフォ

リオ思考を適用した技術開発戦略の策定を行

った。

導入シナリオ・ロードマップの策定にあたっ

ては，まず，電力・ガス分野の技術群に対して，

効用，開発コスト，開発の難易度といった観点

から相対的な評価を実施し，電力・ガス事業に

係る技術の，エネルギー需給の課題（社会ニー

ズ）を解決していく上での，位置付け，重要性

等を明確化にする技術の評価を行った。図３に

技術の評価手順の概略を示す。

評価結果に基づいて，電力・ガス分野の技

術について，今後実用化に向かう道筋や導

入・普及に必要となる関連施策等を検討し，

さらに，各個別技術の求められる機能の向上

等を時間軸上に示す導入シナリオと，個別技

術単位での2030年に向けた技術ロードマップ

を策定した。導入シナリオは，エネルギー需

給の課題（社会ニーズ）毎に図とその解説と

して記載した。技術ロードマップについては，

エネルギー利用の上流から下流という流れに

従い，個別技術単位で記載した。

（１）導入シナリオ

①安定供給の確保

 (a)多様なエネルギー資源の活用

石油依存度の低下，中東依存度低下といっ

た供給面からの制約への対応に加え，中国，

インドをはじめアジア地域等のエネルギー需

要増大といった需要面からの制約への対応が

求められる。

そのためには，「海外の未活用資源の活用」

や国産エネルギーの活用による｢自給率の向上｣

といった，多様なエネルギー資源の活用による，

エネルギー供給の絶対量の拡大が考えられる。

「海外の未活用資源の活用」の観点からは，

低品位炭（褐炭，亜瀝青炭），非在来型石油

（オイルサンド，オイルシェール，オリノコタ

ール），中小規模ガス田ガス及び非在来型天然

ガス（中小規模ガス田ガス，タイトサンドガ
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１．技術の評価項目の設定 

①「開発コスト」：現状の技術レベルに対して，開発目標を達成するためのコスト 
②「開発の難易度」：現状の技術レベルと開発目標とのギャップ 

２．技術動向調査：開発コスト・開発の難易度・効果という３つの評価項目に即し，個別 
　技術ごとに評価項目に即したデータベースを作成する。 

３．技術の位置関係の分析：平成17年度に整理した技術パッケージ内の個別技術同士で技 
　術の位置関係（代替技術，関連技術）を分析する。 

【技術の位置関係の分析例】 
「海外亜瀝青炭の発電活用」技術パッケージ 

IGCC

IGHAT

IGFC

A-PFBC

A-USC

関連技術 

代
替
技
術 

４．技術の評価 

① 技術の位置関係の分析から，エネルギー需給の課題に資する代替関係にある技術の 
　相対評価対象を抽出。 
② 技術動向調査（技術調査表）のデータを基に，相対評価を実施。 

石炭ガス化 高効率ガスタービン 

図３　技術の評価手順の概略



ス，コールベットメタン，シェールガス，メ

タンハイドレート）の活用について以下の検

討がなされた。

（衢）低品位炭：改質及びガス化技術，発電へ

の適応技術，都市ガスへの活用技術等

（衫）非在来型石油：井戸元でのアップグレー

ト技術等

（袁）中小規模ガス田ガス：輸送関連技術等

（衾）非在来型天然ガス：回収技術等

図４は低品位炭の導入シナリオである。

（b）系統電力と分散型電源・電力貯蔵設備が

調和した電力ネットワークの供給品質・信頼

度維持，および向上の可能性の検討

エネルギー自給率の向上という社会ニーズ

の高まりから，自然エネルギーである太陽光

発電や風力発電等の導入拡大が予想されてい

る。しかし，自然エネルギー発電は気象状況

による出力変動が大きいため，大量に系統連

系される場合には，電力ネットワークの電圧

や周波数等の電力品質を維持するため，新た

な対策が必要になると考えられる。また，自

然エネルギー発電に限らず分散型電源が多数
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図４　安定供給の確保―多様なエネルギー資源の活用（低品位炭活用の導入シナリオ）



普及した場合，系統の電圧や周波数調整能力

が低下し，電力品質が低下する可能性がある

ため，電力品質調整能力の確保のための対策

も必要である。

対策の方向性としては，系統に対する分散

型電源の導入割合等により，経済性，運用性

等の面から，分散型電源システムと系統電力

システムのそれぞれの技術開発が求められる。

（衢）分散型電源普及時の電圧・周波数基

準内への調整および安定度の確保

電力品質調整の対策を実施する場所を

意識し，分散型電源システム，系統電力

システム，需要家内での対応という観点

で技術の導入シナリオの検討を行った。

概要は以下のとおりである。

● 分散型電源システム

自然エネルギー発電の出力安定化に関し

ては，二次電池等の電力貯蔵装置の技術開

発が重要と考えられる。一方で，制御性の

良いガスタービン等の回転機型分散型電源

を系統の電力品質調整に積極的に活用する

ことも可能であり，将来的には，分散型電

源や電力貯蔵装置，パワエレ機器を統合的

に制御し，需要家に多品質の電力を供給す

るシステムや，電気利用機器までをも統合

的に制御して需給調整を行うようなシステ

ムが考えられ，実現には制御通信技術が鍵

となる。

●系統電力システム

電力系統側では，発電所や変電所等に設

置した電力貯蔵装置や静止型電力補償装置

(SVC)等のパワエレ応用機器を活用して集

中的に電力品質を調整することが考えられ

る。電力貯蔵装置では大出力，大容量化，

長寿命化，低コスト化，パワエレ応用機器

では低コスト化，高機能化，高効率化等の

技術開発が求められ，また，SiC等の新し

い半導体素子の開発も期待される。さらに，
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これらの各種系統構成機器を協調的に制御

するシステムの開発が行われている。

●需要家内での対応

需要家側の電力品質調整は，自分自身を守

るという観点から瞬低と停電対策がメイン

であり，電力貯蔵装置の技術開発が求めら

れる。最近では，負荷平準化と瞬低対策を

一体化した二次電池や，電気二重層キャパ

シタを活用した瞬低対策装置の普及が始ま

っている。将来的には，需要家内に設置さ

れた電力貯蔵装置や電気利用機器を制御す

ることにより，需要家が積極的に電力品質

維持へ貢献することが考えられ，技術開発

が行われている。

（衫）分散型電源普及時の短絡容量抑制

ループバランスコントローラ(LBC)等

のパワエレ応用機器を活用して短絡容量

の増大を抑制する技術や，超電導限流器

等の短絡電流を遮断器の遮断容量以下に

抑制する技術の開発が重要である。

（袁）分散型電源普及時の高調波抑制

これまで，高調波対策としてはLCフィ

ルタが主に用いられてきたが，最近は幅

広い次数の高調波に対応できるアクティ

ブフィルタの適用が拡大してきている。

技術的には既に成熟レベルにあり，今後

は，設置スペースの縮小や，電圧変動対

策や電圧フリッカ等への適用拡大等，高

性能化，付加価値化の技術開発が行われ

ると考えられる。また，高調波の発生自

体を抑制する技術開発も重要であり，変

換器回路技術や次世代パワエレデバイス

の技術開発が求められる。

②環境への適合

（a）エネルギーの高度有効利用

（衢）電力サプライチェーンにおけるエネル

ギー利用効率の向上



電力サプライチェーンにおいては発電・

輸送・変換・貯蔵・利用技術エネルギー利

用効率の向上について検討を行った（表４）。

（衫）都市ガスサプライチェーンにおけるエ

ネルギー利用効率の向上

都市ガス（天然ガスを対象）サプライ・

チェーンにおいては，LNGの気化から輸送

までは既存技術とその延長で対応可能であ

るため，利用（分散型電源，空調関係）技

術の効率向上について検討を行った（表５）。

（袁）熱のサプライチェーンにおけるエネル

ギー利用効率の向上

熱のサプライチェーンにおいては，電力，

都市ガス，石油等から熱（蒸気，温水，冷

水）が作られる。熱に変換する機器につい

ては，電力・都市ガスのサプライチェーン

で取り上げたので省略し，ここでは熱の輸
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送・貯蔵について，季節間貯蔵，中・高温

熱バッチ輸送等を対象として，検討を行っ

た。

（衾）エネルギーマネージメント

需要家（需要地）においては，エネルギ

ー消費機器の機器単位でのエネルギー利用

効率の向上だけでなく，エネルギーマネー

ジメント技術を駆使した電力，熱の総合的

なエネルギー利用効率の向上も求められて

おり，関連技術として，HEMS,BEMS等の

今後の活用拡大について検討を行った。

（b）CO2の分離・回収・貯留

石油・天然ガス・石炭等の化石燃料は，今

後もエネルギーの主要部分を占めると考えら

れるが，地球温暖化問題がクローズアップさ

れる中，これらの化石燃料を使用する火力発

電所や化学プラント等で発生する二酸化炭素
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電気事業用発電技術 
（集中型電源） 

石炭を燃料とする発電技術 A-USC,IGCC,IGFC,IGHAT等 

天然ガスを燃料とする発電技術 コンバインドサイクル，AHAT， 
GT-FCハイブリッドサイクル等 

電力輸送技術 
大容量送電 UHV送電，直流送電 

超電導機器 超電導送電，超電導変圧器， 
超電導発電機 

電力変換・貯蔵技術 
電力貯蔵装置 二次電池，電気二重層キャパシタ， 

SMES，超電導フライホイール 

電力変換器 高電圧化，回路・制御方式， 
次世代半導体素子 

電力利用技術 

モータ パワエレ活用，超伝導技術の応用等 

照明 次世代素子の適用等 

空調・給湯機器 COP向上，コンパクト化， 
ハイブリッド化，蒸気供給等 

蓄熱機器 次世代蓄熱方式等 

表４　電力サプライチェーンにおけるエネルギー利用効率向上に資する技術

分散型電源 

燃料電池 
セルスタックの長寿命化，大容量化， 
ハイブリッド化等 

ガスタービン 
高温化，タービン翼耐久性向上， 
大容量化等 

空調・給湯他 

ガスエンジン 大容量化，小型低コスト化， 
HCCI技術適用等 

空調・給湯機器 COP向上，耐久性向上，コンパクト化等 

表５　ガスサプライチェーンにおけるエネルギー利用効率向上に資する技術



（CO2）を分離・回収し，海洋や地中に隔離・

貯留する技術の研究開発が進められている。

これらの技術は，大量のCO2を確実に削減

できる可能性があり，世界的に注目されてい

る一方で，プラント効率の低下や発電原価の

上昇を伴う等の課題を抱えている。

ここでは，CO2の分離・回収（膜分離法，

物理的分離法，化学分離法等）・貯留（地中

貯留，海洋貯留等）に関する技術に関して，

追加的に必要なエネルギー消費量の低減や設

備コストの低減を念頭に導入シナリオの検討

を行った。

（２）ロードマップ

図５に「2030年に向けた電力・ガス分野技

術のロードマップ」の例を示す。
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図５　2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップの例
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図中，線図では実用化時期に近づくにつれ

影が濃くなる。線図の上段に効率，価格等の

数値目標，下段に要素技術，技術課題等を記

載している。

４．おわりに

「電力・ガス総合技術開発戦略」は，平成

16～18年度における資源エネルギー庁の委託

調査として，とりまとめたものである。

３年間にわたる委員会委員の精力的なご検

討及び資源エネルギー庁関係課のご協力に感

謝すると共に，今後，2030年に向けて具体的

な技術開発が行われていく中で，本調査にお

ける検討内容が活用され，また，エネルギー

基本計画や「新・国家エネルギー戦略」等の

見直しに合わせて，本調査内容のブラッシュ

アップが図られることを期待するものである。

なお，今回策定を行った「電力・ガス総合

技術開発戦略」導入シナリオ及びロードマッ

プの詳細については，譛エネルギー総合工学

研究所ホームページ（http://www.iae.or.jp/）の

「研究成果の紹介」＞「電力・ガス総合技術開

発戦略」を参照されたい。



１．はじめに

当研究所では，このたび賛助会員にエネルギ

ー技術情報を適切に提供するための限定ウェッ

ブページとして「エネルギー技術情報プラット

フォーム」（略称ＥＴＩＰ，Energy Technology

Information Platform）を構築しその運用を開始

いたします。賛助会員各位にログインのための

パスワードおよびＩＤをお知らせして，11月１

日より試験運用をスタートさせ，平成20年１月

１日からの本格運用を予定しています。なお，

本ウェッブサイトは，当研究所に特に関係の深

い政府関係機関および大学等の研究者の方々に

もご案内しご参考に供して参ります。

賛助会員企業各位また政府関係機関・大学

等研究者各位におかれましては，ＥＴＩＰサ

イト（http://etip.iae.or.jp/）をご覧頂き，ご意

見・ご要望をお寄せ下さいますようお願い申

し上げます。

２．ＥＴＩＰの概要

ＥＴＩＰは次の４つの部分から構成されま

す（図１参照）。

［お知らせ］

エネルギー技術情報プラットフォームの運用開始について
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図１　エネルギー技術情報プラットフォーム（ETIP）のログインページ（試作版）

譛エネルギー総合工学研究所
エネルギー技術情報センター



（１）エネルギー技術情報コンテンツ

主要エネルギー技術課題に関する最新の情

報をまとめたもので，当面表１に示す24 のテ

ーマ（総合科学技術会議第三期計画の内容等

を参考に選択）を掲載いたします。随時アッ

プデートに努めるとともに，将来的にはさら

にテーマ数を増やしていく計画です。

（２）ヘッドライン

エネルギー関連の最新ニュース，関連情報

のエッセンスを掲載いたします。

（３）掲示板

当面は，会員各位の要望・質問の受付に使

用いたします。将来的には機能を拡充する予

定です。

（４）研究成果ライブラリー

当研究所が行った様々な調査研究の報告書

類，および普及活動としての各種刊行物なら

びに催し物のサマリなどを掲載していきます。

３．エネルギー技術情報コンテンツ

主要エネルギー課題に関する最新情報を１テ

ーマ当り10～20ページ（Ａ４換算）にまとめた

ものであり，ウェッブ上で閲覧することができ

ます（図２参照）。図表について，画面上で解

像度が不足して読み取りにくい場合は，クリッ

クにより拡大できます。また，全文をＰＤＦフ

ァイルとしてダウンロードも可能です。テキス

トは全文検索を行うことができます。

コンテンツの内容は，テーマによって様々

ですが，次のような項目を含むことを原則と

しています。

・ 当該エネルギー技術の定義，意義

・ 商業化または研究開発の状況，現状の課題

・ 当該技術の評価（メリット／デメリット，

実現可能性，など）

・ 引用文献

コンテンツ作成に当たっては，幅広く情報を

収集するとともに，当研究所独自の視点による
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大分類 中分類 小分類（技術課題） 

1. エネルギー転換・供給 1.1. 化石エネルギー 1.1.1 クリーンコール発電 
1.1.2 化石系液体燃料製造 

1.2. 原子力エネルギー 1.2.1 原子力発電開発利用の動向 

1.2.2 軽水炉 
1.2.3 高速増殖炉 
1.2.4 高温ガス炉 
1.2.5 核燃料サイクル 
1.2.6 放射性廃棄物処分 
1.2.7 核融合 

1.3.再生可能エネルギー 1.3.1  太陽エネルギー 
1.3.2  風力エネルギー 
1.3.3  廃棄物エネルギー 
1.3.4  バイオマスエネルギー 

1.4. 電力供給 1.4.1 配電・系統制御 
1.4.2 電力貯蔵 

1.5. 水素エネルギー 1.5.1 水素製造 
1.5.2 水素インフラ 

2. 二酸化炭素回収・貯留 

3. エネルギー利用 3.1. 民生部門 3.1.1 燃料電池 
3.1.2 機器 
3.1.3 都市エネルギー技術 

3.2. 運輸部門 3.2.1 燃料電池自動車 
3.2.2 ハイブリッド/電気自動車 

3.3. 産業部門 3.3.1 産業間連携 

表１　エネルギー技術情報コンテンツに含まれる技術課題



とりまとめを行うように努めています。原則と

して，当研究所研究員が執筆していますが，一

部外部の識者に依頼したものもあります。記事

ごとに執筆者の氏名を記載しています。

４．研究成果ライブラリー

下記のような調査研究報告書類，各種刊行

物およびシンポジウム等行事のサマリなどを，

タイムリーに掲載していきます。（ライブラリ

ーの一部は，時期が遅れますが，どなたでも

アクセス可能な当研究所のホームページ

（http://www.iae.or.jp/）に従来どおり掲載いた

します。）

（１）調査研究報告書類

・調査研究要旨集（１報／年）

・受託調査研究報告書（随時）

・外部発表・講演資料（随時）

・エネルギー技術に関するアンケート調査

報告書（１報／年）

・エネルギーに関する公衆の意識調査報告

書（１報／年）

（２）普及活動資料類

・月例研究会サマリ（毎月）

・季報エネルギー総合工学（４報／年）

・新エネルギーの展望（２報／年）

・エネルギー総合工学シンポジウムサマリ

（１報／年）

・賛助会員会議（１報／年）

５．さいごに

「エネルギー技術プラットフォーム」ＥＴ

ＩＰは，賛助会員企業および政府関係機関が

エネルギー技術関連政策の企画立案を行うに

際してご参照いただくことを目的としてスタ

ートさせるものです。賛助会員各位のご要

望・ご指摘により，テクニカルな不具合の修

復はもとより，その内容をより良いものとし

て参る所存です。遠慮なく，ご意見・ご要望

を，掲示板に書き込んでいただきますようお

願い申し上げます。
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図２　技術情報コンテンツの例（燃料電池）



研究所のうごき
（平成19年７月11日～10月１日）

◇　第28回評議員会
日 時：７月19日（木）10:30～11:40
場 所：経団連会館（９階） 901号室
議 題：

第一号議案 役員の一部改選について
第二号議案 評議員の委嘱について
第三号議案 平成18年度事業報告書およ

び決算報告書について
第四号議案 その他

◇　月例研究会

第259回月例研究会
日　時：７月27日（金）14:00～16:00
場　所：航空会館５階501・502会議室
テーマ：

１．革新的実用原子力技術開発（IVNET）提案
公募事業

（譛エネルギー総合工学研究所 プロジェクト
試験研究部 主任研究員　三部貴之）

２．原子力分野における人材基盤に関する分析
と課題

（譛エネルギー総合工学研究所 プロジェクト
試験研究部 主管研究員　鈴木和人）

第260回月例研究会
日　時：９月28日（金） 14:00～16:00
場　所：航空会館５階501・502会議室
テーマ：

１．水素供給インフラ整備のシナリオ－水素の
供給価格・技術課題等－

（譛エネルギー総合工学研究所 プロジェクト
試験研究部 副部長 主管研究員　中村　恒明）

２．水素革新的技術の研究」の紹介
（譛エネルギー総合工学研究所 プロジェクト
試験研究部 部長 副主席研究員　坂田　興）

◇　外部発表

［講演］
発表者：石垣　幸雄
テーマ：品質別電力供給システム実証研究に係る　

総合調査－総合評価クライテリアに関す
る検討結果について－

発表先：平成19年　電気関係学会 東北支部連合大
会 （一般講演）

日　時：８月23日～24日

発表者：石垣　幸雄
テーマ：
（1）品質別電力供給システム実証研究に係る総

合調査－総合評価モデルに関する計算機シ
ミュレーション結果について－

（2）品質別電力供給システム実証研究に係る総
合調査－総合評価クライテリアに関する検
討結果について－

発表先：平成19年　電気学会電力･エネルギー部門
大会（一般講演） 電気学会

日　時：９月12日～14日

発表者：小野崎　正樹
テーマ：合成燃料の製造技術と将来動向
発表先：自動車技術会　第５回ガス燃料エンジン

部門委員会
日　時：７月10日

発表者：塙　雅一他
テーマ：水素化重質溶剤を用いた褐炭改質による

粘結性能の発現
発表先：第16回日本エネルギー学会大会
日　時：８月３日

発表者：石本　祐樹
テーマ：Study of Hydrogen Diffusion and Deflagration 

in a closed system
発表先：International Coference on Hydrogen Safety

（水素の安全に関する国際会議、略称２nd 
ICHS）

開催地：スペイン
日　時：９月11～13日

発表者：浅見　直人
テーマ：エネルギー分野におけるバイオマスの活

用―バイオマスのエネルギー利用におけ
る技術の現状と展開について―

発表先：バイオマス利用研究会（主催：京都高度
技術研究所）

日　時：９月26日

［論文・寄稿］
発表者：疋田　知士
テーマ：21世紀のエネルギーとして期待される天

然ガスの現状と将来
寄稿先：高圧ガス（平成19年８月号）

発表者：小野崎　正樹
テーマ：石炭液化油の物性
寄稿先：分離技術シリーズ９『実用製造プロセス

物性集覧』分離技術会編（平成19年８月）
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発表者：小川紀一郎
テーマ：新エネルギー発電事例―廃棄物発電―
寄稿先：電気設備学会誌　第27巻第８号　通巻287

号（平成19年８月号）

発表者：松井　一秋，鳥飼　誠之
テーマ：自原子力ルネッサンス―欧米の動向―
寄稿先：エネルギー・資源学会誌『エネルギー・

資源』（平成19年９月）

発表者：中村　恒明
テーマ：天然ガスと水素社会の展望
寄稿先：日本コージェネレーションセンター「コ

ージェネレーション」（VO L． 2 2 - 2
号）＜視点・論壇＞（平成19年９月）

◇　人事異動

○ ７月31日付
（出向解除）
三部貴之　　プロジェクト試験研究部 主任研究員

○８月１日付
（出向採用）
中村文隆　　プロジェクト試験研究部 主管研究員

○８月31日付
（退職）
姫野睦子　　業務部　主任研究員　兼　総務部
兼　プロジェクト試験研究部

○９月1日付
（嘱託採用）
闍山　繁 エネルギー技術情報センター 副参事

兼　総務部
三宝淳子　　プロジェクト試験研究部 副参事　兼

総務部

（異動）
丸山尚子　　業務部　主任研究員　兼　総務部　

兼　プロジェクト試験研究部

○９月30日付
（出向解除）
橋本孝雄　　プロジェクト試験研究部 主管研究員

○10月１日付
（嘱託採用）
橋本孝雄　　プロジェクト試験研究部　副参事
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編集後記

「ワンセグ」と言う言葉をお聞きにな

ったことがあるだろうか？　通勤電車の

中で見てますよ，というトレンディーな

方もいらっしゃるかも知れない。携帯電

話でテレビを見ることができる技術であ

る。携帯でなぜテレビを見なければなら

ないのか，という疑問はひとまず置く。

受信状態がよければ驚くほど良い映像が

見られる。テレビが出始めの頃の白黒の

貧弱な映像を思い浮かべると，なんでこ

のように小さいものでと，感心するしか

ない。ワンセグは，地上デジタル放送の

ハイビジョン放送が12セグメントの電波

帯を使うところを，１セグメントだけ使

うのでこう呼ばれる。言うまでもなく，

小さい画面にあわせて解像度を下げたり

デジタルデータの圧縮技術を駆使して，

同じプログラムの放送を可能にしている

のだ。カセットテープのウォークマンが

小さいと感じたのは昔の話で，いまや

iPodの時代。これもデジタルデータの圧

縮の賜物だ。

ひるがえってエネルギーの世界を見る

と，太陽光，風力，バイオマスなどの再

生可能エネルギーは，圧縮とは正反対の

薄く分散した性格である。コンベンショ

ナルエネルギーの代表格である石炭は圧

縮と言う言葉に当にぴったりであり，

石油や天然ガスとともに地球の歴史の

中で圧縮されてできあがったエネルギ

ーの形だ。原子力もまた，宇宙創生の

歴史の中で圧縮されたエネルギーを解

放するものということができるだろう。

化石や原子力という圧縮型エネルギー

に対する非圧縮型の再生可能エネルギ

ー。情報の伝達効率がデジタル領域の

圧縮によって飛躍的に向上することの

逆のアナロジーだと言わなくても，非

圧縮型エネルギーを効率よく利用する

ことは難しく，コンベンショナルな圧

縮型エネルギーの時代を続けざるを得

ないことは周知のところである。

言葉の遊びとのそしりを恐れずに言

えば，再生可能エネルギーを圧縮でき

ないのならば，利用サイドを圧縮して

効率向上をはかるということになる。

公共交通機関の利用促進，米国のcar

pool，コンパクトシティ，職住接近，時

間 軸 で 言 え ば サ マ ー タ イ ム ，

等々・・・。それぞれは新しい概念で

はないが，粘り強く取り組むべきテー

マである。

編集責任者　疋田知士
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